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平成25年●月●●日厚生労働大臣決定

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画

(平成 25年度 )

第 1 はじめに

本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成 13年法律第 86
号 6以下「法」という。)第 7条第 1項の規定に基づき、「政策評価に関する

基本方針」 (平 成 17年 12月 16日 閣議決定。以下「基本方針」という。)

及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画 (第 3期 )」 (平 成 24
年 3月 30日 厚生労働大臣決定。以下「基本計画」という。)を踏まえて、平

成 25年度に実施する事後評価の対象、評価の方法等を明らかにするものであ

る。

第 2 計画期間

本計画の対象期間は、平成25年 4月 1日 から平成26年 3月 31日 までと

する。

第 3 政策体系及び評価予定

施策体系における各施策目標の測定指標、日標値 (達成水準・達成時期)及
び事務事業等を別紙 1の とおり定める。

第4 事後評価の対象及び評価の方法

事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。

1 政策体系に基づき対象とする政策 (基本計画第 7の 1(1)関 係 )

政策体系の施策目標については、毎年度、評価又は指標のモニタリングを

行う。平成25年度において評価を行う政策及び評価の方法は、前年度の別

紙 1(政策体系及び評価予定)の とおりとする。

加えて、指標のモニタリングの結果 (以下「モニタリング結果」という。)

により評価の必要が生じた施策目標について、実績評価方式、総合評価方式

又は事業評価方式のうちから適切に選択した評価方式により評価する。なお、
この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策統括官付政策評価官室 (以
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下「政策評価官室」という。)が、当該政策の担当部局 (大 臣官房の各課を

含む。以下同じ。)及び査定課 (大臣官房会計課及び大臣官房人事課)と 調

整の上、定めることとする。

2 研究開発 (基本計画第 7の 1(2)関 係 )

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」 (平成 20年 10月 31日 内閣

総理大臣決定)に基づき、総合科学技術会議において事後評価の対象とする
こととされた研究開発について、原則として事業評価方式により評価するこ

ととする。

3 公共事業 (基本計画第 7の 1(3)関 係 )

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施について」 (平

成 23年 7月 7日 付健発0707第 1号。以下「水道施設整備事業評価実施要領」

という。)で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたものにつ

いて、原則として事業評価方式により評価することとする。

4 事前評価を実施 した政策 (基本計画第 7の 1(4)関 係 )

事前評価の実施後、一定期間が経過した事業のうち事後評価の対象とする

ものは、別紙 2の とおりとし、事業評価方式により評価することとする。

加えて、事前評価を実施した政策のうち、事前評価の際に設定した評価指

標の推移、政策効果の発現時期を参考にして評価の必要が生 じたものについ

て、事業評価方式により評価する。なお、この場合の具体的な対象及び評価

の方法は、政策評価官室が、当該事業の担当部局及び査定課 (大臣官房会計

課)と 調整の上、定めることとする。

5 政策決定後 5年間が決定した時点で未着手のもの及び政策決定後 10年間

が経過 した時点で継続中のもの (基本計画第 7の 1(5)関 係)

個々の公共事業であつて、「水道施設整備事業評価実施要領」で定めると

ころにより事後評価の対象とすることとしたものについて、原則として事業

評価方式により評価することとする。

6 成果重視事業 (基本計画第 7の 1(6)関 係 )

事後評価の対象とする成果重視事業は、別紙 3と し、原則として事業評価

方式によ、り評価することとする。

7 租税特別措置等 (基本計画第 7の 1(7)関 係)

租税特別措置等 (法人税、法人住民税、法人事業税)について、実績評価

方式、総合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択 した評価方式に

より評価する。なお、具体的な対象及び評価の方法は、政策評価官室が、当
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該政策の担当部局及び査定課 (政策統括官付社会保障担当参事官室及び政策

統括官付労働政策担当参事官室)と 調整の上、定めることとする。

8 閣議決定等 (基本計画第 7の 1(8)関 係)

1か ら7ま でに掲げるもののほか、閣議決定等の内閣の基本方針に基づき

政策評価の対象とするものについて、実績評価方式、総合評価方式又は事業

評価方式のうちから適切に選択した評価方式により評価することとする。

なお、この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策評価官室が、当該政

策の担当部局及び関係する査定課と調整の上、定めることとする。

第 5 事後評価の実施

1 指標のモニタリング     `
(1)担当部局は、施策目標のうちモニタリングを実施することとされている

ものについて、設定した指標についてモニタリング結果を、部局のとりま

とめ課で確認の上、政策評価官室が定める期限までに査定課及び政策評価

官室に提出する。

(※ 査定課とは、組織・定員要求を伴う政策については大臣官房人事課、

予算要求又は財政投融資資金要求を伴う政策については大臣官房会計課、

税制改正要望を伴う政策についでは政策統括官付社会保障担当参事官室及

び政策統括官付労働政策担当参事官室をいう。以下同じ。)

(2)査定課は、モニタリング結果を参考に査定を行い、組織・定員要求、予

算要求、税制改正要望等に反映する。

(3)政策評価官室は、モニタリング結果を確認の上、とりまとめ、公表する。

2 実績評価方式による評価

(1)担当部局は、施策目標のうち実績評価を実施することとされているもの

について、施策目標ごとに指標の達成度を中心として評価を実施し、評価

結果を評価書等 (法第 10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下

同じ。)と してとりまとめ、部局のとりまとめ課で確認の上、政策評価官

室が定める期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

(2)査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織 口定員要求、予算要求 :

税制改正要望等に反映する。

(3)政策評価官室は、基本計画第 8の 2に定める「政策評価に関する有識者

会議」 (以下「有識者会議」という。)の下に設置 した労働 口子育てワー

キンググループ、医療・衛生ヮーキンググループ及び福祉 口年金ワーキン

ググループ (以下「各WG」 という。)及び査定課の指摘等を踏まえて担
当部局等が修正を加えた評価書等を確認の上、とりまとめ、公表する。 ・

‐
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3 総合評価方式による評価

(1)担当部局は、政策体系のうち基本目標XⅢ及び総合評価を実施する必要

が生じたものについて、当該政策の問題点の把握、原因の分析等を中心に

評価を実施 し、評価結果を評価書等としてとりまとめ、政策評価官室が定

める期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

(2)査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織 口定員要求、予算要求、

税制改正翠望等に反映する。

(3)政策評価官室は、査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた

評価書等を確認の上、とりまとめ、公表する。

4 事業評価方式による評価

(1)担当部局は、事業評価を実施するものについて、評価を実施し、評価結果

を評価書等としてとりまとめ、部局のとりまとめ課で確認の上、政策評価官

室が定める期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

(2)査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織 口定員要求、予算要求、税

制改正要望等に反映する。

(3)政策評価官室は、査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた評

価書等を確認の上、とりまとめ、公表する。

1     第 6 学識経験を有する者の知見の活用

実績評価書の作成に当たつて、学識経験者等の高度の専門性や実践的知見の

活用を図る観点から、政策評価官室は、 6月 に開催する各WGに おいて、実績

評価書 (案)の意見聴取を行うこととする。なお、各WGにおいて意見聴取を
1      

行う実績評価書 (案 )は、基本計画第 7の 1(1)口 に基づき作成した全実績

1      評価書 (案 )及び基本計画第 7の 1(1)ハに基づき作成した実績評価書 (案 )

の中から政策評価官室が各WGと 調整の上、対象としたものとする。

それ以外の実績評価書 (案)については、基本計画第 8の 1の考え方に基づ

き、担当部局において、有識者から意見聴取を行うものとする。|      
また、政策評価官室は、年度末を目処に有識者会議を開催し、次年度の政策

1      評価の実施に関する意見聴取等を行う。

第 7 評価結果の政策への反映状況の公表

担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案 (組織 口定員要

求、予算要求、税制改正要望等を含む)、 既存の政策の見直し 8改善に反映さ

せるための情報として活用する。また、担当部局は、平成 25年度に実施 した

政策評価の結果の政策への反映状況について、 9月 上旬を目途に政策評価官室

に報告する。

政策評価官室は、それらの反映状況を確認の上、とりまとめ、公表する。

‐
4…



第 8 その他

1 政策評価の継続的改善

政策評価官室は、政策評価制度全般の改善 口充実を図るため、他府省、地

方公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅

広く収集 し、政策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を積極的に進め

ることとする。

2 職員の資質の向上

政策評価官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した政策評価に関す

る知識や経験等を担当部局等に適宜提供するとともに、必要に応 じて、政策

評価に関する説明会を開催する。

3 本計画の改正

本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本方針又

は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

4 厚生労働省における政策評価実施要領

本計画に定めるもののほか、事後評価の実施に関しヽ必要な事項は、「厚生

労働省における政策評価実施要領」に定める。

… 5‐



*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅲ -2-1)
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労働安全衛生等事務費

26:百万 円

(217百 万

円 ) 14;`ξユIiT 212百 万
「

労働者の安全衛生を確保するためには、適切な労働安全衛生対策を推進
する必要があり、労働安全衛生対策を実施するにあたって必要な書籍やコ

ピー用紙などの消耗品等を本省、労働局、労働基準監督署にて購入するも
のである。

・労働安全衛生対策
のために必要となる
消耗品等について、

=
スト意識を持ち、経費
の節約に努める。

測定指標1および2の達成に向けて行政を運営する上で、必要な経費である|

安全衛生施設整備等経費

395百万円

(332百 万

円 )

202百万円

(未 集計 )

安全衛生施設(日 本バイオアッセイ研究センター、大阪安全衛生教育セン
ター、建設業安全衛生教育センター、安全衛生総合会館、産業安全会館、大
阪労働衛生総合センター、安全衛生技術センター(北海道・東北・関東・中部・
近畿。中国四国・九州)の計13施設)のうち、施設が毎年実施する保全実態調
査及び国土交通省による実態口査等により、重要度・緊急度等を調査した上
で、施設を適切に運営できるよう、特別修繕が必要なものを計画的に修織す
る。
平成25年度においては、我が国で唯一、化学物質についての動物の長期

吸入有害性目査等を実施している「日本バイオアッセイ研究センター」(以下
「センター」という。)の施設整備等を実施する。

センターの吸入実層
隻置等の整備と建物
け帯設備工事を実施
、́センターの主たる

業務である動物によ

6短期・長期吸入試

験を円滑に行う。

化学物質の短期・長期吸入試験を円滑に行うことで、化学物質の有害性を手前に把握し対策を講じること
t可能となるため、日肉の■Ol襲 審及びE彙性寝績の予防につながり、測定指標 1及び2に寄与すると見

168自 力
「

込んでいる。

日中安全衛生プラットフォーム事業

(平 成24年度 )

6百 万円 6百 万 円

年に1度、日中間で局長級をトップとする政策対話を実施し、安全衛生政策
に関する情報交換・意見交換、日中間で生じている事業についての協議等を
行う。
また、政策対話の実施に併せて、専門家も交えて安全衛生歩 ―マとする

シンポジウムを開催する。

・政策対話とシンポジ
ウムを1回以上開催
する

中国は、日本最大の貿易相手国で、進出企業数も世界第一位であるが、安全衛生水準は低く、規制・監
督体制も不十分なため、日本では使用等が禁止されている有害物質を含有する製品が中国から輸入され、
日本国内で発見されるというような事案が発生し、日本の安全衛生にも影響を及ぼしている。このため、定
期的に中国側関係当局と協議・意見交換を行う場を設け、両国間で相互に影響を及ぼす安全衛生に係る間
題について、規制。制度改善を含む中長期的な観点から意見交換を行うことで、輸入品等に係る国内の労
働災書、職業性疾病の予防を回り、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

産業医学振興経費
(昭和53年度)

5.453百万

円

(5,328

百万円 )

4,998百万

円

(4,998

百万 円 )

5,012

百万円

産業医科大学に対する助成、修学資金の貸与を行うとともに、産業医の資
質の向上、産業医学に関する研究の促進等を□り、もって産業医学の振興と
臓場での労働者の健康確保の充実に資する。

・産業医研修事業受
講者数を25,KXlll人 以
上にする。
(研修後のアンケート

で、有用であつた旨の

回答の割合を、全回

答者数の85%以上に

する)

・産業医資格取得希
望者のための研修参
加者を550人 以上に

する。
(研修後のアンケート
で、有用であつた旨の

回答の割合を、全回

答者数の35%以上に

する)

過重労働による過労死・過労自殺が増加しているため、法律に基づき事業場での労働者の健康確保を担
)「企業のホームドクターJである産業医の活動が強く求められ、また、メンタルヘルス等高度な専門性を持つ
L産業医の育成が急務となつている。産業医学振興財団の実施する産業医の資質・能力向上、産業医学に
関する調査研究・情報発信、産業医科大学への助成等の事業に対し補助をすることで、産業医学の振興を
図り、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。
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労働災害防止対策費補助金
(昭和39年度 )

1.844百 万
円

(1,484

百万円 )

1.5:6百万

円

(1.516

百万円 )

1.377

百万円

労働災害の防止を目的として設立された労働災害防止団体等に対し補助
金を変付し、作業現場等の実態に即したきめ細かい労働災害防止活動の進

・労働災害防止団体
及び船員災害防止協
会が実施する現場指
導等事業場等数を
18,900事業場以上と
する。
(安全衛生水準向上
に効果があるとした事
業場等の割合を80%
以上とする。)

・労働災害防止及び
rnt員 災害防止に関す
る教育研修等受講者
散を62,700人 以上と
する。
(災害防止に効果が
あるとした者の割合を
3096以上とする)

労働環境の急激な変化によって多発し、重大化傾向もある労働災害を防止するためには、事業主による
ヨ主的な労働災害防止活動が不可欠である^各種労働贅害防止協会が

=菫
十の自十n●か取り細みを制枯

:

t

展を図る。 bヽら支援することで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

中小零細規模事業場集団へのリス

クアセスメント研修等実施経費

(平成25年度※組み替え新規 )

37百万円

(99百万

円 )

:68百 万円
:06百 万円

中小零細規模事業場においては、リスクアセスメントを適切に実施できるノ
ウハウやこれを担う人材が十分ではないため、中小零細規模事業場におい
てリスクアセスメントが円滑に導入・実施されるよう、以下の支援等を行うこと
により、中小零細規模事業場における労働安全衛生水準の向上等を図る。
(1)あんぜんプロジエタトの推進と労働災害情報コンテンツのホームページ上
での一元管理
(2)災害多発業種の中小零細規模事業場集団へのリスクアセスメント研修の
実施
(3)機械のリスクアセスメント等の研修教材の作成や研修会の実施
(4)災書事例等の作成
(5)安全シンポジウムの実施

・ホームページ(安全
プロジェクト・職場の
あんぜんサイト)のア
クセス件数を1,100
万件以上確保する。
・リスクアセスメントに
係る研修を開催し、
20∞名以上を参加さ
せる。(リ スクアセスメ
ント研修会の参加者
について、今後リスク
アセスメントに継続的
に取り組むうえて有用
であつた旨の評価を8
0%以上得る。)

最近の厳しい経済情勢により企業での安全衛生管理活動の後退が懸念される中で、民間のみでは実施
が困難な事業を国が支援することで、事業場の安全力の維持・向上を図り、労働災害の減少に繋げていくこ
とから、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

墜落
業

・転落災害等防止対策推進事

平成23年度 )

75百万円

(43百 万

円〕

62百万 円 58百万 円

建設業と造船業で発生率の高い、墜落・転落災害について、両業種での防
止措置の徹底を図る必要があることから、建設業 について、手すり先行工法
等の普及・定着のための現場指導業務等を実施するとともに、造船業 につい
て、統括安全衛生責任者等に対する教育研修会等を行う。また1足場の設置
bl困 難な場所において、適切なr安全帯取付設備」の設置の促進、墜落時の
面撃が少ない「ハーネス型安全帯」の普及を図るため、足場の設置が困難な
量根上等での作業に関するマニュアルを作成し、墜落対策実演研修会を開
睦する。

・手すり先行工法等α

普及のための指導・

支援 :年 間200事 業
場以上

(指導・支援事業場の

うち、「今後、自らの髄
工現場で手すり先行
工法等を採用する」と
の回答の割合 :80%
以上 )

(統括安全衛生責任
者等に対する研修会
参加事業場のうち、
「具体的な改善措置
を請じた事業場の割
合 :80%以上 )

・墜落対策実演研修
会:年間34回 以上
(墜落対策実演研修
会参加事業場のう
ち、「役にたった」との

回答の割合 :80%以
上 )

建設業では、墜落・転落災害が死亡災害の約4割を占めることから、平成21年に省令改正し、足場等から
の墜落防止措置を強化して義務付けるとともに、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達で、手すり先行
工法等の「より安全な措置」の普及を図つてきたが、手すり先行工法の普及率は未だ31%で ある。当該事
業の実施によつて安全な足場を普及させるとともに、足場の設置が困難な場所からの墜落防止対策を普及
することで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

東 日本大震災に係る復旧工事安全
衛生確保支援事業
(平成23年度補正 )

228百 万円

(146百 万

円 )

3∞百 万円 25:百万円

東日本大震災に係る復旧工事について、異業種から新規参入する労働者
の増加や大量の工事が隣接したエリアで輻軽して行われることが想定される
ことから、労働災害の多発が危倶される。このため、安全衛生に関する諸間
題に対応する窓口となるプラツトホームを被災地3県 に開設し、専rl家 による

Э工事現場への巡回指導、②安全衛生相談、③崚全衛生教育への技術的
支援等を実施する。                        ′

・復興工事現場に対
する安全衛生巡回指

導 :年間 1,150事 業場
以上
・安全衛生教育支援 :

年間1,150事 業場以上
(安全衛生教育支援
の実施の結果、「役に

立った」との回答の割
合:80%以 上 )

平成7年に発生した阪神・淡路大震災に係る復l日 工事では、平成7年に944人 の方が死傷し、40人の方が
亡くなられるという事態となり、その後も復興工事の実施に伴う労働災害が多発し、災害発生件数が震災発
生前の水準に至るまで数年間を要した。東日本大震災では、本事業の実施で災害発生率を抑制し、測定指
彙1及び2に寄与すると見込んでいる。
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睦上貨物運送事業における労働災
書防止対策の推進
1平成24年度)

33百万円 31百万円

陸上貨物運送事業での労働災害が減少傾向にないことから、災害の多い
荷役作業での墜落・転落等災害防止対策を推進するため、陸運事業者向け
と荷主向けのガイドラインの普及促進を図るべく、研修会の開催、専門家によ
る事業場安全診断を行う。

研修会を合計58回

以上開催する。
1研修後のアンケート
で、役立った旨の回
答をする者の割合を
30%以上とする。)

陸上貨物運送事業では、平成23年の死傷災害件数は13,820人と対前年で780人 (+60%)増 加してい
6。 この増要因である荷役作業中の墜落や転倒等の災害を当該事業の実施によって抑制することで、測定
首標1及び2に寄与すると見込んでいる。

!1百万円 11百万 円

林業では、災害発生率が他の産業と比べて極めて高く、また、今後、林業に
.実地検証の対象 :年

間28事業場以上

(実地検証の結果、
「検証した労働災害防
止対策が役立った」と
の回答の割合 :80%
以上 )

沐業に新規参入する労働者に係る

労働災害防止対策推進事業
平成2`年度 )

肝現に参入する労働者の増加が予想され、死亡災吾の増加が患念されるこ

ヒから、諸外国の先進的な林集労働災害防止対策を取り入れ、体系的に林
桑労働災害防止対策を示したガイドラインを策定することを目的に、先進的な
棒桑労働災害防止対策を検討し、検討結果に基づく我が国への林業労働災
冒防止対策に応用可能な対策を実地で検3Eす る。

林業では、災審発生率が他の産業と比べて極めて高く、また、今後、林業に新規に参入する労働者の増
加が予想され、死亡災害の増加が懸念されている。諸外国の先進的な林業労働災害防止対策を検討し、応
用可能な対策を日本に導入することにより、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

1

技能講習修了証明書発行等―元
管理事業
(平成23年度)

147百 万円

(90百万

円 )

103百 万円 96百万円

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(以下、「登録者令Jという。)第25条の3の 2に規定する指定機関として、豊
躁省令第24条と25条、並びに登録教習機関の自主的な情報提供に基づき
登録教習機関から技能講習修了者の帳簿の引渡を受け、これをデータ入力
管理し、労働安全衛生規則第32条第3項と第4項の規定に基づき、申請者
に対し、技能講習を修了したことを証する書面の交付等を行う。

・技能講習修了者の
データ入力を80万 件
以上行う。

現在、技能誘習を行う登録技能麟習機関は廃上した機関も含めると全国で約3千機関ある。修了証を紛
失や破損した場合で、機能隣習を行う機関が廃止されていたり、受講した機関名等を失念していたりする
と、再交付を受けられず、作業に就けなくなるというような労働者への不利益が生じる。
また、修了証は登録教習機関ごとに交付されるが、建設工事等では、一人の労働者が車両系建設機械や

フオークリフトの運転、玉掛けなど複数の技能講習を修了している場合も多い。
このため、―元的に管理したデータを活用して、異なる登録教習機関での講習修了歴を携帯が容易な大き

さの1枚の書面にして交付すれば、労働者にとつても携帯しやすいものとなり、現場での労働者の有資格・無
資格の確認を助け(無資格者が従事することによる労働災審を防止することにつながる。
このため、全国の登録教習機関の修了者のデータを一元的に管理するとともに、修了者に対し技能講習を

修了したことを証明する書面を発行する環境を整備することで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでい
る。

第二次産業労働災害防止対策支

援等事業
(平成25年度 )

76百万円

第二次産業のうち、労働災害の特に多発している業種である社会福祉施
設、小売業を対象に、職場内の危険饉所の「見える化Jを推進して最も多い事
故型である転倒災害につながる不安全行動の撲滅を目指しつつ、事業者に
対するコンサルティングの実施等を通じて、事業者、労働者それぞれの安全
に対する動機付け・意識高撮を喚起するとともに、介護従事労働者の腰痛予
防教育の実施等、腰痛予防対策を講じることにより、第二次産業における労
働災害の大幅な誠少を目指す。

・事業場に対するコン
サルティングが有用
であつた旨の評価を
30%以上の事業場か
ら得る

第二次産業の労働災害の件数は、近年では全労働災害の4割超を占めている。第二次産業の中でも労働
災害の特に多発している業種である社会福祉施設、小売業を対象とした労働災害の防止を図ることで、測
定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

機械等の災害防止対策費
(平成23年度)

11百万円 11百 万円 11百万円

危険性‐有害性のある機械設備について、その設置時又は変更時に法令ヘ
D適合確認を行うとともに、危険性・有害性の調査等(リスクアセスメント)を 指

・機械による労働災害
の対前年比減少

機械による災害は、全労働災害の約1/4を占め、その件数は2万 8∞0件 に上る。また、機械による災害は

つ安全化の促進及び労働災害の防止を回る。また、都道府県労働局等で豊
量している検査業者、登録教習機関等に対する監査指導をを行い、その業務
D適正化について指導を行う。

死亡などの重篤な災害となる傾向があることから、当該事業の実施によって機械設備の安全化の促進及び
労働災害の防止を回ることで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

時別安全衛生指導等経費
〔平成23年度)

45百万 円 44百万 円 57百万 円

技術の進歩に伴い危険性が高くなっている業種及び建設業などの災書発
生率が著しく高く重大災書が多い職種に対する特別安全指導の実施、有害
物費等有害要因を有する作業場に対する職業性疾病及び振動障害の予防
のための特別監督指導等を実施し、労働者の安全、健康管理及び一般の労
働条件等の確保を行う。

・労働災害の対前年
比滅

危険性が高い業種、労働災害発生率の高い業種に対する安全指導等を実施して労働災害の防止を図る
ことで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

治療と職業生活の両立等の支援対
象事業
(平成25年度) '3百

万円

労働者の治療と職業生活の両立支援について、長期にわたる治療等が必
要な作業関連疾患等の疾病を抱えた労働者の就労継続に関する事例の収
豊■7け署盤綸∩ふ

"ナ
:「 田十ム綸計を得い む彎餞鮨寺撼の二a嗜葬社

・就労継続支援の手
引きを作成し、事業坦
等に周知する。

職場環境等の複雑化や労働者の高齢化等に伴い、業務条件や作業環境が長期にわたり発症や増悪の要
因となる作業関連疾患の予防のための労働者の健康管理や、疾病を持つ労働者の通院や治療と仕事の両
立のための支援体制は課題である。事業場における作業関連疾患をもつ労働者の職場環境整備や就労支

成する。
朦対策を置運 %7_‐めの

=厳
として、薦

"泄
積更臓の子

'層
をrF屈 し関榛香に周知を行つことで、疾病の壻

悪や労働災害の予防につながり、測定指標 1及び2に寄与すると見込んでいる。

原発事故からの復:日・復興従事者
の適正な放射線管理実施の指導
(平成25年度)

144百 万円

避難区域等において、一定の線量下で除染や復旧作業を実施する中小零
錮企業事業者の連合体等に対して、線量管理を指導する者を派遣し、適切な
放射線管理の実施を指導するとともに,教育用の資材を貸与し、連合体等に
おける放射線管理等の適切な実施を指導する。

団体等に対する指

事回数を3∞□ 以上と

夕る。

本事業で指導を受けた団体等が、貸与された教育用資材を使用して、会員である中小零10事業者の放射
嶼管理を支援することにより、中小零細事業者の放射線管理能力が向上し、労働者の放射線障害を防止に
饉すると見込んでいる。

地域産業保健事業

(平成5年度 )

2.032百万

円

1,9:4百万

円 )

2,125百万
円

(未 集計 )

2.230百万

円

産業医の選任が義務づけられていない常時使用労働者数50人未満の小規
模事業場での労働者の健康確保のため、地域の医療機関等を活用し、定期
建康診断後の対応等や長時間労働者に対する面接指導を実施する。

'健康相談甲l用者数
を前年度実績以上と
する。

職場での産業保健活動は産業医が中心となって行われているが、常時使用する労働者の数が50人未満
の小規模事業場では、産業医の選任が義務づけられていないため、労働者の健康管理等が十分に行われ
ていない。また、国内ではこうした事業場が全体の約97%を 占めている。そのため、こうした事業場に対し産
業医業務を提供することで、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。



=

じん肺診断技術研修事業
(昭和49年度)

1百万円

(1百万円)

:百万円

(1百 万円 )

1百万円
じん肺法に基づくじん肺管理区分の決定を行う地方じん肺診査医に対し、
自理区分決定のための診断・審査をしっかり行うため研修を実施し、必要な
支術を習得させる。

・研修を1回行う。
地方じん肺診査医に対する研修を実施することで、地方じん肺診査医の技術の向上と平準化を促し、じん
応管理区分決定の全国斉―的な実施担保する。もって、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

じん肺有所見者に対する普及啓発
事業  _
(昭和49年度)

10百 万円

(4百万円 )

3百万円
0百万円 )

3百万円
企業の衛生管理者等を対象に、じん肺有所見者に対する教育指針の普及
害発のための研修を実施する。

・研修を7回以上、合
計300人以上に対して

行う。

じん肺有所見者に対する教育指針」を、粉じん作業がある事業場に対して普及・定着させることで、事業場
Dじん肺予防対策の一層の推進をめざし、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

特定有害業務従事者の離職者特
殊健康診断実施事業
(昭和47年度)

l.110百 万
円

(1,357百

万円 )

1,199百万

円

(未集計 )

.191百 万 P
労働安全衛生法第67条に定める健康管理手帳の所持者に対する健康診断
D実施を行う。

・手帳所持者の健康
診断実施率を平成23

年度の実績以上とす
る。

健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施を通じて、一定の有害業務に従事し離職した労働者の健
表管理を促進する。もって、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

メンタルヘルス対策支援事業
〔平成20年度)

1,286百万

円

1.270百 万

円 )

1.263百 万

円

(未集計 )

665百万円
事業者、産業医等からの相談対応、日別事業場に対する訪間支援等を実
施し、事業者の取り組むメンタルヘルス対策を総合的に支援する。

・訪間支援件数を
10,710件 以上とする。

il鶴翠押聡群曇暑I数1瑠ξ::髯i翻鱒褥硼 辮

編 装憲3喜『ζ事著露ぜ警牙著だなFヽ

自殺を含むメンタルヘルス不調の予防に繋力くることから、

限城対象のメンタルヘルス対策に
ついてのポータルサイト事業
(平成21年度 )

68百万 円

68百万 円 )

61百万円
(未集計 )

49百万 円

職場でのメンタルヘルス対策に係るボータルサイトを設置し、事業者、産業
医、労働者等に対して、職場のメンタルヘルスに関する様々な情報をインター

ネットを通じて情報提供する。

・サイトヘのアクセス
数を70万件以上とす
る。

精神障害による労災支給決定件数は増加傾向にある。一方、事業場でのメンタルヘルス対策の取組状況
を見ると、対策に取り組んでいる事業場は、全体の約4割にとどまつており、対策に取り組んでいない事業堀
では、「必要性を感じない」(484)、「専門スタッフがいない」(221%)、「取り組み方がわからない」(201%)な ど
の理由をあげている。
このような事業場に対してメンタルヘルス対策の取組方法等についての情報提供を実施することにより、

職場のメンタルヘルス対策の一層の促進を図ることが、自殺を含むメンタルヘルス不調の予防に繋がること
から、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

ストレス症状を有する者に対する面

接指導等に関する研修事業
(平成17年度 )

160百 万円

(104百万

円 )

97百万円

(→
:44百万円

産業医等を対象としてストレスに関連する症状・不調の確認の進め方等の
職場のメンタルヘルス対策について研修を行う。
(平成24年度は、労働安全衛生法の改正法案により義務づけることを予定し
ていたストレスチェックと面接指導の実施方法について研修することとしてい
たが、本法案が平成24年度中に成立しなかつた(衆議院の解散により廃案に
なつた)ため、未契約となっている。)

・研修の実施を47回

以上行う。

精神障害による労災支給決定件数は増加傾向にある。一方、事業場でのメンタルヘルス対策の取組状況
を見ると、対策に取り組んでいる事業場は、全体の約4割 l_と どまつており、対策に取り組んでいない事業増
では、「必要性を感じない」(484)、「専門スタッフがいないJ(221つ 、「取り組み方がわからない」(201■)など
の理由をあげている。 ′

このような状況で、職場のメンタルヘルス対策を含む産業保健活動を中心的に行つている産業医等に対し
研修を行い、その資質の向上を図り、職場のメンタルヘルス対策の一層の促進を図ることが、自殺を含むメ
ンタルヘルス不調の予防に繋がることから、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

:24)

労働安全衛生融資資金利子補給
金
(昭和47年度)

:85百 万円
(185百 万

円) ¨̈Ｄ
233百万 円

独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第3条第3項に基づき、残存す
る貸付債権の管理・回収業務、金融機関からの借入金の償還業務を行つて
いる。その利息補助と貸倒償却の補壌を行う。
(資金的な問題で労働災害の防止措置を十分に果たせない中小企業に対し
て、事業者が行う労働災害防止の基盤、環境を整備する努力を側面から援
助するため、資金を長期かつ低和!で事業者に融資してきたが、平成13年 12
月19日の閣議決定「特殊法人等整理合理化計画」により、当該融資制度を
廃上している。現在は、残存する貸付債権の管理・回収業務、金融機関から
の償還業務を行つている。)

・正常債権の弁済計
画に基づいた年度回
収目標額133百万円
を回収する。

労働安全衛生融資制度は、資金的な問題で労●t災害の防止措置を十分に果たせない中小企業に対し
て、事業者が行う職場環境改善のための機械設備の設置等のために必要な資金を長期かつ低利で融資す
6というものであり、これにより、中小企業における労働災害を防止するための基盤・環境が整備されること
りヽら、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。
〔なお、本融資制度は既に廃止されており、現在の事業内容は、残存する貸付債権の管理・回収業務、金融
螢関からの借入金の償通業務となる。)

外部専門機関の整備・育成等事業
(平成23年度)

9百万円
(2百万円)

19百万円
(未集計 )

15百 万円

事業者から選任された産業Eが他の専門職と連携して産業保健サービスを
提供する外部専門機関の創設に向けた支援として、事業場に対するニーズ

等の調査及び外部専門機関として産業保健活動を行う意向を有する医療機
関等に対し研修を行う。

・外部専門機関の養
成のための研修会を
LL様 書に定める回数
以上行う。

メンタルヘルスの問題等、産業医の扱う分野は多様化してきているため、産業医の個人的な知識や能力
こ依存するのではなく、事業者から選任された産業医が他の専門職と連携して産業保健活動を行うことで、
労働者の健康管理等の充実が図られ、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

職場における受勁喫煙防止対策に
係る相談支援業務
(平成23年度)

:2百万円

(12百万
円 )

25百万円
(未集計 )

77百 万 円

職場での受動喫煙防止対策に関する技術的支援の一環として、事業場が
建物内全面禁煙や喫煙室設置等の受動喫煙防止対策を行う際の技術的な
旧談に対して、労働衛生コンサルタント等の専門家が電話又は実地指導等を
,い、労働者の健康を保持する観点から適切な受動喫煙防止対策が講じら
れるよう支援する。

・全国で電話相談及
び実地指導の実績を
平成24年度に比べ2

割以上増加させる。

全面禁煙又は空間分煙のいずれかの指置を講じている事業場の割合は平成19年度で46%(現在実施し
ている助成金制度の対象業種以外の事業場を含む)であるが、受動喫煙防止対策に取り組んでいない理由
としては、149%(平 成17年度・中央労働災害防止協会調べ)の事業者が「どのように取り組めばよいか分か
らない」と回答しているため,当該事業による電話相談と実地指導等によって、事業場における適切な受勤
喫煙防止対策の実施を促進し、もつて測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。



受動喫煙に係る職場内環境測定支

援業務
(平成23年度 )

91百万円

46百万 円 )

108百万円

(未集計 )

49百万 円

職場での受動喫煙防止対策に関する技術的支援の一環として、事業場に

対してデジタル粉じん計と風速計の貸出しを行い、たばこ煙の濃度と喫煙室
D換気の状態を確認することで、職場での効果的な受勁喫煙防止対策を実
施するための支援を行う。

・全国で測定機器の
貸出の実績を平成24

年度に比べ2割以上
増加させる。

受動喫煙を防止するためには、事業場の実態を踏まえた適切な対策を講じることが必要であるが、職場の

浮遊粉じん濃度を測定していないとする事業者は793%、 喫煙室等に向かう気流の風速を測定していないと

する事業者は887%(い ずれも平成17年度・中央労働災害防止協会調べ)となつている。このような測定機器
については、一般の事業場での使用頻度は高くなく、測定機器|ま高価であることから、当該測定機器を無料
で貸し出すことにより、事業場での受動喫煙に関する現状把握、さらに測定結果を受けた効果的な受動喫
煙防止措置の実施を促進し、もって測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

受動喫煙防止対策助成金

(平 成23年度 )

282百 万 円

(12百 万

円 )

563百万円
(未 集計 )

761百万円

中小企業を対象に、受動喫煙による健康への悪影響から労働者の健康を

保護するため、喫煙室の設置等の取組に対し助成することによって受動喫煙
防止対策を推進する。

全国で助成金の利用
実績を平成24年度に
比ぺ5割以上増加さ
せる、

受動喫煙による健康影響については、各種調査等でもすでに明らかとされており、国際的にも急速に取組
が進んでいるが、全面禁煙又は空間分煙のいずれかの措置を講じている事業場の割合は平成19年度で
46%にとどまつており、職場で労働者は多くの時間を過ごすにもかかわらず対策が遅れている。助成金制度
によって、喫煙室の設置等の取組を支援することで、受動喫煙防止対策の一層の促進を図り、測定指標1

及び2に寄与すると見込んでいる。

東電福島第一原発の緊急作業従
事者に対する健康管理対策
(平成23年度)

598百万円
(未集計)

483百万円

東電福島第一原発で、指定緊急作業に従事した労働者の被ばく線量等の
データを蓄積する被ぼく線量等管理データベースの運用、緊急作業従事者等
を対象とした健康相談等を行う。

(緊急作業に従事した
労働者すべてについ
て被ぼく線量、健康診
断結果等を蓄積する
データベースの運用
が成果であるため、
定量的な指標の設定

は困難。)

データベースの運用、健康相談等を行うことにより、、緊急作業従事者等の健康状態を長期的に管理する
ことが可能となり、もつて、測定指標1及び2に寄与するものと見込んでいる。

30 臓業病予防対策の推進
(― )

7百万円
(6百万円 )

6百万円
(未集計 )

6百 万 円

技術革新の進展に伴う新原材料等の採用による新しい職業病の発生等に

対処するため総合的な委員会を開催し、適正な職業病予防対策の推進を図
る。

(検討会開催のため
の事務費であり、性
質上、定量的な目標
の設定は不可)

技術革新の進展に伴う新原材料等の採用による新しい職業病の発生等に対処するために総合的な委員
際を開催することにより、適正な職業病予防対策の推進を図るものであることから、測定指標1及び2に寄
与すると見込んでいる。

粉じん障害防止総合対策費
(昭和49年 )

8百万円

(6百万円 )

7百万円
(未集計)

7百万円

・粉じん障害防止対悌
,こか か る菫 用 培 遭

勁 じ
～

陣 青 防 ■暉 言 対 策 の 音 凛 腎

"の場係団体との連絡会臓等を実施する。
を、各監督署毎に1回

ずつ、計325回 開催
する。

に寄与すると見込んでいる。

晨外アーク溶接作業時に係る粉じ
んばく露防止対策の周知
(昭和49年 )

1百万円

(1百万円)

1百万円

(未 集計 )

1百万円

平成24年4月 の省令改正により、呼吸用保護具使用対象業務とされた屋
・リーフレットを27万
部作成し、全国の労 平成24年4月の省令改正の内容を広く周知することで、事業場における粉じん障害防止対策の推進を促

し、測定資料1及び2に寄与すると見込んでいる。外におけるアーク澤薇作票について、当腋栗榜を行つ子栗 l●に対して、票回

指導を実施すると共に、そのポイントを示した資料を作成・配布する。

口同よひn宙者、エ
びに関係65団 体に百
布する。

33)
労働衛生指導医設置経費
(昭 和49年 )

5百 万 円

(4百万円 )

5百万円
(未 集計 )

3百 万円

労働安全衛生法第95条に基づき、都道府県労働局長が事業者に対して行

う同法第65条第5項に基づく作業環境渕定の指示、及び同法第66条第4項
に基づ〈臨時の健康診断実施の指示の際に、労働衛生指導医から意見を述
べさせる。

(労働衛生指導医か

ら意見を述べさせると
いう当該事業の性格
から指標設定は困

難。)

労働安全衛生法に基づく都道府県労働局長の作業環境測定及び健康診断実施の指示を通じ、事業場の
隋生管理を徹底させることで、測定資料1及び2に寄与すると見込んでいる。

チエーンソー取扱作業指導員設置
等経費
(― )

9百万円
(7百万

円 )

7百万円

(未 集計 )

7百万 円

林業における振動障害防止対策の充実を回るため、チェンソー取扱作業指
導員を必要であると考えられる各局に設置し、林業の作業現場等を巡回し、
直接、作業仕組改善事例、IFl動障害防止に係るガイドブック等を用い、チエー

ンソー取扱作業指針の周知徹底、振動障害の防止に係る知識の普及、林業

振動障害防止対策会議の構成員としての職務等を行う。

(指導員の設置という
事業の性格から指標

設定は困難。)

振動障害防止対策を推進するために必要な労働局に設置しているものである。
チエンソー取扱作業指導員は.社会的信望があり、林業における振動障害の防止に関する深い関心と理

解を有する等の要件を具備した者のうちから都道府県労働局長が委嘱することとなっている。チエンソー取
扱作業指導員が実効性が高い現場指導を実施することで振動障害の予防対策に資するため、測定指標1、

2に寄与するものと見込んでいる。

呼吸用保護具の性能の確保のたど

の買い取り試験

(平成12年度 )

22百万 円

(22百 万

円 )

22百万 円

(22百 万

円》

24百万円 1及び2

市場に流通する国稼検定に合格した防じんマスク及び防毒マスク並びに日
本工業規格に適合した電動ファン付き呼吸用保護具(以下「呼吸用保護具」と
.ヽう。)の買取り試験を実施することで、呼吸用保護具の性能の確保を図るこ
とを目的とする。

・現在市場に流通して
いて、25年度中に有
効期間が終わる防じ
んマスク及び防毒マ
スクについて、有効期
間内に買取試験を実
施した型式の割合を1

0096と する。

有害な作業環境下で使用される防じんマスク及び防毒マスクについて、国家検定合格型式のうち市場に
流通しているものを調査して把握し、買取り試験の実施を通して、厚生労働大臣が定める規格や型式検定
合格時の品質を維持しているかを確認する。
さらに平成25年度においては、改正石綿障害予防規則(平成21年)及び改正粉じん障害防止規則(平成19

2譜ご鋼翻 駐当翡就)黒闘饉酬輝腫靭観翻謡躙樹鶴
が増加していることから、買取試験の対象にすることで、その性能の確保を図る。
品質が維持された呼吸用保護具を使用することで、健康障害の防止が期待でき、測定指標1及び2に寄

与すると見込んている。



ミ
=

職場における化学物質管理に係る

総合対策

(平成25年度 )

169百 万円 1及び2

化学物質の種類・使用実態の多様化に対応した適切な管理、未規制の有
書化学物質による労働者の健康障害に係るリスクの評価に資するためのばく
日実態調査の実施、有害性評価書の作成を行うこと等により、規制の強化等
D有害化学物質管理対策の一日の推進を図る。

。前年度にリスク評価
(初期評価)を実施し
た物質のうち、r詳細
評価が必要である」と
された物質についてリ
スク評価(詳細リスク
評価)を行うとともに、
労働安全衛生規則第
95条の6に基づく告示
に定める物質のうち、
有害物ばく露作業報
告の提出があり、事
業場におけるばく露
測定が行える物質に
ついて、確実にリスク
評価(初期リスク評
価)を実施する。

未規制の有害化学物質による労働者の健康障害に係るリスクの評価に資するためのばく露実態調査の
彙施、有害性評価書の作成を行うこと等により有害化学物質管理対策の―層の推進を図ることで、測定指
晨1及び2に寄与すると見込んでいる。

化学物質管理支援事業
(平成12年度)

:06百 万円

(100百 万

円 )

6:百万円

(59百 万

円 )

55百万円 1及び2
化学物質のGHS(化学品の分類と表示に関する国連勧告)分類の実施とG
→Sに対応したモデルMSDS(化学物質等安全データシート)の作成や相談
自による化学物質管理に関する情報提供・相談対応等を行う。

・150の 化学物質につ
いてGHS(化学品の
分類と表示に関する

国連勧告)分類を行
う。

化学物質の表示・文書(SDS)に係る情報収集、化学物質管理に関する相談対応、化学物質管理に係る
人材育成等について支援することで、労働安全衛生法の努力義務規定等に基づく事業場での自律的な化
学物質管理を促進して化学物質による労働災害の防止が日られ、測定指標1及び2に寄与すると見込んで
いる。

"ノ

マテリアルの有害性等調査事
彙
1平成21年度)

11百万 円

(110百 万

円 )

302百 万円
(302百 万

円 )

174百 万
「

1及び 2

以下の事業を実施することでナノマテリアルの発がん性等の有害性を調査
たる。
ン ノマテリアルの吸入による長期がん原性試験の実施
狙 伝毒性試験によるナノマテリアルに係る有害性等の情報収集

,長期がん原性試験
(2年間のうちの2年
目)を実施する。

現在、ナノマテリアルによる労働者への健康影響は未知であることから、労働者のばG形態を想定した
吸入試験による長期のがん原性試験の実施等によってナノマテリアルの有害性を調査し、労働者の健康障
害の防止に資することができる。もって、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

1ヒ学物質の有害性評価事業
(平成:2年度)

850百万円

(317百 万

円 )

i325百 万円
:(825百 万

: 円 )

1及び2
虫 騰 勧 効 r 多 田 l lI「

`腱
士僣

・試験が終了する予
定の2物質について
試験結果を公表す
る。

OECDテストガイドラインに基づき、予備試験と本試験 (マ ウスとラットを合計800匹 用いて2年間ばく露を,
う。)を行つて化学物質の発がん性等の有害性を調査することで、労働者の健康障害の防止に資するため、
測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

825日 力 円
質の発がん性等の有害性を調査する。

402
有害物安全対策費
(昭和54年度 )

14百万 円 111百 万
「

101百 万 円 1及び2

労働安全衛生法第57条の31二基づき、新規化学物質を製造し、又は輸入し
ようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その結果を厚生労働
大臣に届け出ることとされており、厚生労働省においては、当該届出を審査
、́労働者の健康障害の防止のために指導等を行っている。
新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者は、労働安全衛生法第57

策の3の規定に基づき、通常、有害性調査機関に化学物質の有害性の調査
を依頼し、その調査結果を厚生労働大臣に届け出ることとされているが、有
害性調査機関が優良試験所基準(GLP)に 基づき適正に有害性調査を行うこ
ヒを担保するため、査察を実施し、優良試験所基準への適合を確認する。

・新規化学物質の官
報による名称公表回
数を年4回 とする。
・申請があった有害僣

調査機関に対して、
1∞%査察を実施す
る。

新規化学物質の審査と製造事業者への指導及び有害性調査機関の査察等を実施することで新規化学物
質による労働者の健康障害の防止を図ることができることから、測定指標 1及び2に寄与すると見込んでい
る。

1百万円 08百万円 08百万円 1及び2

・新規化学物質として

届出力`あったもののう
ら、強い変異原性を
有するものについて

健康障害防止のため
の指針 (通達 )を少な
くとも毎年1回は発出
する。

門家会議の設置
(昭和54年度)

称現に層 lllがなされた1じ字初買について、評1山を行,ことで、健康陣番防
止に資する。

行い、健康障害のおそれのあるものについては健康障害防止に係る指針(通達)を発出することを内容とし
ているため、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

石綿障害防止総合相談員等設置
経費
(平 成21年度 )

272百万 円 247百万円 248百万円 1及び2

建築物の解体等作業に係る計画届、作業届、健康診断結果報告等の届出
情報の審査・点検、実地指導、石綿製造等の禁上の徹底、石綿健康管理手
眼の受付体制等を強化することにより、石綿のばく露防止対策、健康管理対
策の徹底を図る。

石綿障害防止総合相
談員の勤務 日数を
90%以上とする。

都道府県労働局に石綿障害防止総合相談員、労働基準監督暑に石綿届出等点検指導員を置き、石綿除
去作業等に係る相談業務、届出の審査、個別指導等を実施することで、労働者の健康障害防止対策に寄
与することから、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。



1

|

石綿による健康障害防止対策の推

進

(平 成24年度 )

142百 万 円 1及び2

石綿含有建築物の解体作業に従事する労働者の石綿による健康被害を生
じさせないよう、石綿障害予防規則や「建築物等の解体等の作業での労働者
の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成24年5月 )に基づき、当該作
業にかかる適切な石綿ばく露防止対策の履行を図る

・東日本大震災の被
災地等における建築
物解体現場やがれき
集積場の石綿気中濃
度測定を100カ 所程度
行う。

石綿含有建築物の解体に当たっての事前調査を行う中小規模事業者の能力向上を図るため、中小規模
事業者の集団に専門家を派遣し、事前調査に関する技術的指導・助言を行う。また、建材の石綿含有を分
析する分析機関の技術レベルを踏まえた支援を行う。さらに、東日本大晨災の被災地において、建築物等
の解体現場等、がれき置き場等の石綿気中濃度測定を実施し、石綿気中濃度測定の結果を踏まえ、専門
家による石綿ばく露防止対策の検証を行うことで石綿ばく露防止対策を推進する。以上から、労働者の健康
障害防止が期待できる測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

発棄物焼却施設におけるダイオキ

ンンばく露防止対策促進事業

(平成24年 度 )

7百万 円 1及び2 盤 誉 鶉 朧 鮒 種 淫 譜 蒻 鶉 錫 識 観 盟 鵜
綱」を示しているが、近年、設置場所で解体を行わず処理場に移動後解体を

行う方法(以下「移動解体」という。)が見られることから、移動解体にも対応す
べく対策要綱の見直しに向けた検討を行うことを目的とする。

・焼却炉の解体作業
にかかる実態調査及
び当該調査を踏まえ

た専門家による検討

会を開催し、結果のと

りまとめを行う。

移動解体を行う廃棄物焼却施設(5事業場程度)において、ダイオキシンの作業環境測定及び焼却灰の分
析を実施し.労働者へのぼく露状況とダイオキシンによる汚染状況を把握する。把握した結果はとりまとめる
とともに、専門家による検討会を開催し、対策要綱の見直しを行う。
さらに見直した対策要綱の周知啓発及び局署を通じた指導を行うことによってダイオキシンによるばく露防

止対策に期待できるため、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。

作業環境における個人ばく露測定

に関する実証的検証事業
~

(平成22年 度 )

17百万円

(12百万

円 )

12百万 円

(12百万

円 )

10百万円 1及び2
有酪 帰 霜 礁 銭 話 亀たI羞 騨 暫籠 零『 讚 恨 鶴 穐 ;識″

実施方法及びその結果の評価方法、現在の作業環境測定(場の測定方法)

との比較検討等を行うことで、個人ぱく露測定方法の導入に向けた具体的方
策を検証する。

・労働衛生の専門家
等を参集した検討会
の開催、検討会で検
討された内容の実証
検肛(現場測定)を行
い、最終的に報告書
として取りまとめる。

一定の作業現場では現行の作業環境瀾定方法(場の測定)よりもより有用であるとされる日人ばく露測定
方法について、当該渕定方法に係る具体的な測定方法及び評価方法等を検証し、これを取りまとめた結果
に基づき測定を行うことで、より適切に作業環境を把握することが可能となる。そして、これに基づき改善措
置を図ることで、労働者の健康障害の防止が期待できるため、測定指標1及び2に寄与すると見込んでい

る。

146)
『

たな作業環境測定方法の実証的
貪証
1平成24年度)

93百万円

(89百万

円 )

89百万 円 1及び2

作業環境轟定における瀾定方法は、作業環境測定基準(大 臣告示)に個々

の物質ごとに規定されているが、―部の化学物質については、検知管方法等
の簡易な測定方法を認めている。現在、技術開発により新たに検知管等の簡
易淵定機器が流通しているところであり、これらの製品について、作業環境測
定で使用できる精度を有しているかの検肛を行う。また、同じく、現在作業環

境測定基準に定められている各化学物質に係る測定方法について、評価指
瞑たる管理濃度と比べて十分な測定精度を有しているかの検証を行う。

・労働衛生の専門家
等を参集した検討会
の開催、検討会で検
討された内容の実証
検証(現場測定)を行
い、最終的に報告書
として取りまとめる。

現行の作業環境測定方法と比べて簡易に実施せ る検知管方法による濃度測定について、市場の実態
及び個々の製品に係る有用性を実EI検証する。また、現在、作業環境測定基準に規定されている測定方法
こついて、年々低農度化している評価指標たる管理温度と比べて十分な測定精度を有したものであるかを
彙証検証する。これらの結果を踏まえて法令改正することによって、より適切な作業環境管理が可能となる
しめ、測定指標1及び2に寄与すると見込んでいる。



Ⅲ厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅲ -4-2))
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中小企業退職金共済等事業に必

)要

な経費 (昭和63年度 )

88億 円

(85億円 )

84億円 85億 円

羅翌馳踏濶蒲鯉留桑1:鄭罪轟躙橘
5墳属醗f整ぎ淳頌鬱聾亀理理轟窮醍参勇篇』fr塁を負担した中Jヽ企業事業
主に対し助成を行う(平成26年度までの経過措置)。

D在籍被共済者が前
年度を上回る

①中小企業退職金共済事業で、より効果的な加入促進と適切な制度運営を行うことができる。また、中小企
業退職金共済制度の在籍被共済者数が増加し、一層の中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振
興を図ることができる。



中厚生労働省では、基本目裸>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅳ -1-1))
さ共職栞安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を確
呆すること
1施 策目楓Ⅳ-1-1)

朧業安定局首席職業指導官室

隣業安定局派遣・有期労働対策部需給調整
事業課

史正藤
望

伊

田

官
富

導
長

指

課

業
整

職
調

席
綸

本施策は、次の施策目標を柱に実施しています。
(施策目標1)公 共職業安定所における労働力需給調整機能を強化すること
(施策目標2)労働者派遣事業、職業紹介事業等の適正な運営を確保すること
(施策目標3)官民の連携により労働力需給機能を強化すること

聾本目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場において労働者の贈業の安定を図ること
施策大目標Ⅳ-1労 働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
一般会計
(項 )職業紹介事業等実施費 :職業紹介事業等の実施に必要な経費 (全部 )〔 平成25年度予定
顔 :78.866千 円〕
労働保険特別会計雇用Jl定
(項 )鴨業紹介事業等実施費 :職薬紹介事業等の実施に必要な経費 (全部)〔平成25年度予定
額:67.963.321千 円〕

・公共職業安定所において、個々の求人・求職者のニーズにあったきめ細かな職業相談・職業紹介を実施し、労働市場における需給調整機能の強化を図ることとします。
根拠法令 :職業安定法 (昭和22年法律第141号 )第 5条第1項 (抄 )

― 労働力の需給調整の適正かつ円滑な調整を図ること。

=失 業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な施策を構立し、その実施に努めること。
三 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料職業紹介を行うこ
と。

・職業紹介事業等の適正な運営を確保すること等により、職業の安定を図ることとします。また、労働者派遣事業の過正な運営の確保に関する措置を請ずるとともに、派遣労
働者の保護を図り、もって派遣労働者の雇用の安定等に資することとします。(根拠法令 :職業安定法 (昭和22年法律第141号 )、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

麒 モ ニ モ ニ 実績 モ ニ モニ

官民の機関が有する求人情報を検索できる「しごと情報ネット」を運営することにより、求人情報等へのアクセスの円滑化を図ることとします。

靱

薫

曇

・事

・
量ヽ

1拿
葎撃簾

安定所の求職者の就職 決定次第
記載予定

毎年度 20%以上
決定次第
記載予定

271% 平成23年度

1測 定指標の選定理由】
さ共職業安定所における主要業務に係る指標であるため。
1目 標値の設定の根拠】
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(平成25年 2月 28日 閣議決定)における実質GDP、 完全失業率等の見通し及び平成
3年度の実績見込みを踏まえて設定。

2甕用保険受綸者の早期再就職割 決定次第
記載予定

毎年度 265%以上
決定次第
記載予定

258% 平成23年度

【測定指標の選定理由】
公共職業安定所における主要業務に係る指標であるため。
【目標値の設定の根拠】

「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(平成25年 2月 28日 閣議決定)における実質GDP、 完全失業率等の見通し及び平成
23年度の実績見込みを踏まえて設定。

3a嘉
幣

業安定所の求人の充足率 決定次第
記載予定

毎年度 26%以上
決定次第
記載予定

27幌 平成23年度

【測定指標の選定理由】
公共職業安定所における主要業務に係る指標であるため。
【目標値の設定の根拠】

「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度J(平成25年 2月 28日 閣議決定)における実質GDP、 完全失業率等の見通し及び平成
23年度の実績見込みを踏まえて設定。

蓼
資
ヾ
驚
」ｔ
臓
澤
●
三
“・ヽ■
・

しごと情報ネットの利用者がこれを
4通じて求人情報に応募するなど具
体的な行動を起こした割合

決定次第
記載予定

毎年度 35%以 上
決定次第
記載予定

351% 平成24年度

早期の再就職等労働力需給のミスマッチ解消を図るため、求人者が求める仕事探し、就職するための手段となることを目的として「しごと情報
ネット」を運営していることから、しごと情報ネットを利用した者が実際に行動を起こす割合を測定指標とし、平成25年度においても、その割合
が35%以上であることを目標値として設定する予定。

5普闘書薬彗菖卿
遺法の 決定次第

記載予定
毎年度 20,000所

決定次第

記載予定
:9,738所 平成23年度

労働者派遣事業の適正な運営の確保と派遣労働者の保護を推進していくため、説明会等において労働者派遣法の周知啓発を図つた事業所
数が一定以上数となることを目的とする。



目椰
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ザ運営費 199億円
(174億
円 )

224億 円 86億 円

ハローワークプラザを設置し、求職者が本人情報等を簡易かつ効率的に閲
にすることができる求人情報提供端末を設置するとともに、職業相談・職業紹
0等を実施する。

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目標の達成に直結する。

ギ

■
路

ぶ

a蔦薄嘉至載曇「
ワ~ク事業推進費 221億 円

(196億
円 )

229億 円 238億円

子育て女性等に対する総合的かつ一貫した再就職支援を実施するため、平

壼13年度よリマザーズハローワークを、平成19年度よリマザーズハローワー

ンが設置されていない地域のうち多数の利用者が見込まれるハローワークに

マザーズコーナーを設置し、全国173箇所の支援拠点において、子ども連れて

し来所しやすい環境を整備するとともに、担当者制によるきめ細かな職桑相

慶やそのニーズを踏まえた求人の確保、地方公共団体等との連携による保

年所情報の整備等を行つている。

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目相の達成に直結する。

福祉人材確保重点プロジェクト推進
3)費

(平成21年度 )

150億円
(126億
円 )

:61億 円 13嗜円

2日の主要なハローワークにr福祉人材コーナーJを設置し、求職者に対する

壼め組かな職業相談・職集紹介、求人者に対する求人充足に向けての助言・

ヨ導等を行うとともに、その他のハローワークにおいても、福祉分野の職業相

羹・職栞紹介、職業情報の提供及び『福祉人材コーナー」の利用勧奨等の支

1を行う。

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目標の連成に直結する。

非正規労働者総合支援事栞推進
4)費

(平成20年度 )

312億 円

(243億
円 )

30嘔 円 2Q9億円

■正規労働者に対する就職・生活支援体制を整備するため、「非正規労働者

B合支援センターJ及 びリト正規労働者総合支援コーナーJを設置し、「就職支

■ナビゲーター (非正規労働者支援分)Jを配置して、担当者制によるきめ細

)ヽ な就職支援 (正規就労支援プログラム )、 就職セミナー、専門まによる心の

自康相談、住居・生活相談等を一体的に実施する。

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目標の達成に直結する。

訓練情報提供等によるキャリア・コ
5)ン サルテイング実施費

(平成21年度)

:105億円
(1063億

円 )

1063億円 911億円

ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、以下の業務を実施する。

1職集」1練関連情報の収集・提供
2求職者に対するキヤリア・コンサルティング、職業」1練へのあつせん

3求職者支援31練受講者に対する就職支援計画の作成

4職栞訓練受講綸付金等の周知、申隋書の受理
5翻練受n中 、訓練終了後の就職支援

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目標の達成に直結する。

6)査 業綸

=ミ

綸者等就職援助対策
483億 円
(434億

円 )

453億円 390嘔 円

た業綸付受綸者等の早期再就職を支援するため、就職声援セミナーの集中

白実施や、就職支援ナビゲーター (早期再就職支援分)を配置して担当者制

こよる求職者の個々の状況に応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援

事、各種の支援措置を行う。

決定次第配載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目椰の達成に直結する。

7)為
命席鼻 窪介

者指導援助推進費
48C嗜円
(45嘔
円 )

466億円 419億 円

主要なハローワークに「求人開拓推進員Jを配置し、事業所訪問等による求

人開拓を行うことで、より多くの充足が見込まれる求人の量的確保や、正社員

講 辮 協 臨 1轟 蹴 畜お藉金嚇 織

じて、求人・求職の積極的なマッチングを推進する。

決定次第記載予定 本事業を実施することにより、ハローワークの就職・充足促進が図られ、施策目標の達成に直結する。
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人材サービス関連情報提供等事業
8)費

(平成25年度 )

12億円 4

D官民連携した雇用情報システムである「しごと情報ネット」の運営を実施
Э適格紹介に向けた具体的な取組みを行つている事業者を推奨し、求人者
ヒ求職者との早期マッチングを促進する仕組みの構築を実施
Э職業紹介事業者の適正な事業運営の推進を実施
D求人情報誌、インターネットサイト等で求人情報を提供する民間求人情報
昌供事業者に対し、求人情報の適正化のための指導・援助を実施
D労働力需給調整制度に関する専用サイト「人材サービス総合サイト」を稼
動し、許可・届出事業者―車をはじめ、労働力需綸調整制度の周知や最新情
限等の情報提供を行う。
D都道府県労働局職員に対する現状における職業紹介事業の問題点の認
識、課題の共有等を回るため全国担当者会議を開催

決定次第記載予定
官民連携した雇用情報システムである「しごと情報ネット」の運営を通し、労働市場に適正かつ信頼できる求
人情報を提供し、もって、早期の再就職等労働者の雇用の安定及び需給調整機能の強化に資する。

労働者派遣事業の適正な運営に係
0)る 経費

(平成23年度 )

81億 円

(63億円
78億円 70億円 5

Э 労働者の雇用の安定に係る説明会等の実施・リーフレットによる派遣元
事業主、派遣労働者等への周知・派遣元事業主、派遣先、請負事業主及び
発注者等労働者派遣事業の関係者に対する説明会等の実施・派遣労働者
への説明会及び相談会の実施
Э 派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等からの相談体制の強化

決定次第記載予定
派遣元・先や派遣労働者を集めた説明会や相談会の開催を通じ、改正法を円滑に施行することで、労働者
派遣事業の適正な運営の確保と派遣労働者の雇用の安定を図るという目的を達成する。

派遣・請負業界における事業者の

質的向上のための取組の推奨につ
10)いて(l日 :請負事業適正化・雇用管

理改善推進事業費 )

(平 成19年度 )

03億 円
02億 円 )

02億 円 Q4億 円 ]1聯 騨 耐
証 4L・び雇用管理の改

D製造請負事業改善推進協議会の開催

決定次第記載予定
派遣・誦負業界における事業者の質的向上のため、優良な事業者を認定することを通じて、民間の需給調

整機能の強化を図る。

労働者派遣等労働力需給調整シス
11)テ ム実態把握事業費

(平成23年度 )

05億 円
(0劇は円 )

08億 円 Q7億 円

Э

Э
Э

Э

Э

製造業務派遣と登録型派遣の在り方の検討のための実態調査
特定労働者派遣事業の在り方の検討のための実態調査
日雇派遣の原則禁上についての施行状況に関する実態調査
職業紹介事業者の実態調査
職業紹介等を活用する一般の事業者の実態調査

決定次第記載予定

労働者派遣の実態を適切に把握し、派遣事業所の適切な運営及び派遣労働者の保護と雇用の安定等を

知 ′お翼盾蹴 など旨ぁ職業紹介事業所の過切な運営を図るための支援策・対応策等に
つなげる。



*厚生労働省では、基本目標>施策大日標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(V-2-2))

日祉から自立へ向けた職業キヤリア形成の支援等をすること(施策目標V-2-2) 珊瘍 熾螢臓業能力開発局能力開発課 籠力開発課長 志村 幸久

本施策は、働くことを希望する障害者の社会的自立の促進のために実施しています。
一ざ

:lt:』 :: [::ミミ笙:こ

沖

L本 目標V労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境整備をすること
施策大目標2働く者の職集生涯を通じた持続的な職業キヤリア形成への支援をすること

一般会計
1項 )障害者等職集能力開発支援費 [平成25年度予算額 :4,693.053千 円 ]

薔働保険特別会計雇用勘定
1項 )障害者職集能力開発支援費 [平成25年度予算額 :1,042.064千 円]

に日本大震災復興特別会計
1項 )社会保障等復興政策費【平成25年度予算額 :80.391千 円]

基本曰標 V(労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境整備をすること)の施策大
目標V-1(多様な職業能力開発の機会を確保すること)の施策中目標 V-1-1(多 様な職業能力開発の機会を確保すること)は 、
職業訓練により労働者の職業能力開発支援を行うという点で、評価対象施策と関連しています。

臓業能力開発促進法(昭 和
“
年法律第64号 )第 5条に基づき策定した第9次職業能力開発基本計画において、‐

障害者に対しては、障害者の障害特性やニーズに応じた専門的な職業割1練を行う施設である障害者職業能力開発校の設置・運営や、障害者の態様に応じた多様な委託訓l練

28

モ ニ 実 績 モ ニ

岬
の実施により、引き続き障害特性等にきめ細力ヽこ配慮した訓練を実施する必要がある。」
Lされています。
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力開発校の修了者に
60∝ 650“ 平成29年度 00研 610鴨 659% 平成23年度

障害者職業能力開発校は職業能力開発促進法に基づき設置されているが、職業能力開発促進法の目的に、職業に必要な労働者の能力を開発
し、及び向上させることを促進し、もって職業の安定を図る旨が定められていることを踏まえ、障害者職業能力開発校の受講者の就職率を測定指
標として選申した^

障害者職業能力開発校においては、職業]1練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れており、就職が困難な特別支援障害者の割合
が今後も増加することが見込まれており、また、「重点施策実施5か年計画」(PXこ おいて障害者職業能力開発校の修了者における就職率を平成
29年度に65%とすることとしており、過去の実績の傾向も踏まえて目標値を設定している。

2臓
豪

者委託訓練修了者における就 430% 甲鷹22年日 550% 平成29年度 500% 5:0% 444% 平成23年度

障害者委託」1練は職業能力開発促進法に基づき実施されているが、職業能力開発促進法の目的に、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び
向上させることを促進し、もって職業の安定を図る旨が定められていることを踏まえ、障害者委託ヨ1練の受講者の就職率を測定指標として選定し
た。

「重点施策実施5か年計画Je】こおぃて、障害者の委託副練修了者における就職率を平成29年度に55%とすることとしており、過去の実績の傾
向も踏まえて目標値を設定している。

怒
終
゛
苺
■ 囮 蓋

馨
詳
難

彗

士嶺至士 醸 苺警1護翼難

輻 轟躙     癬.‐.… 檬事繭啜11群薫IFi響 1姜

■
一
ヽ
「
ヽ

3謄
翻

開発校の修了者に
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発校運営委託費 28億円
(27億円)

2'電 円 26億円

騨 誦 錦 麗 弾l     F増 縄 認 譜

発促進法第16条 の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部

について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の

職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職

業31練機会を提供することのできる唯―の機関であり、障害の重度化、訓練
ニーズの多様化に対応した訓練科目の整備等を図り障害者の雇用の促進に

資する。

就職率 :61% 職業訓練上特別な支援を要する障害者に重点を置きつつ、障害特性に応した職業訓練を実施することで、職

業能力の向上を図り、就労を支援する。

障害者の態様に応じた多様な委託

訓練の実施
(平成 16年度 )

16億円
(11億円)

15億円 13億円 [,弱郵I軍術霧叫珊勇蒻
つ雇用継線に資する訓練を機動的に実施する。

洸職率 :51% 多様な機関を活用して、知識・技能習得」I練コースや実践能力習得訓練コース等個々の障害者及び企業の

人材ニーズに対応した職業訓練を実施することで、職業能力の向上を図り、就労を支援する。



■厚生労働省では、基本目幅>施策大目標>施策日標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅵ -2-2))





*厚生労働省では、基本 目標 >施策大 目標 >施策 目相を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅵ -4-1))
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児童虐待・DV対策等総合支援事
1)業

(平成17年 度 )

21億円

(19億 円 )

22億 円 37億円 |.23.4

都道府県が次の事業を実施する場合に要する経費の補助を行う。

①児童虐待防止対策支援事業、②ひきこもり等児童福祉対策事業、③児童

棄晰 皇蝶鷺欝β課1霜罪1議涙 鵠臨1
活動・DV対策機能強化事業、⑨児童虐待防止医療ネットワーク事業

見童虐待・DV対策等総合支援事業の補助を行うことにより、虐待等を受けた子ども等に対する都道府県の

収組を促進し、一層の支援を図ることができると見込んでいる。

1た 、婦人相談員活動強化事業や売春防止・DV対策機能強化事業を実施することにより、休 日夜間の電

悟相談や都道府県内で、関係機関のネットワークの構築等が行われ、配偶者による暴力被害者等の相談、

呆護及び支援体制整備の促進を図ることができると見込んでいる。

小規模グル
=プ

ケア及び地域小規
模児童養護施設の実施要件の緩
和
(平成23年度)

通知を改正し、都道府県等が従来は1本体施設当たり原則として2か所まで
しか指定できなかつた制度を改め、施設の小規模化及び地域分散化に関す
る計画を着実に推進する等の所要の要件を満たすことを条件として最大6か

所まで指定できることとした。

t設の小規模化を促進することにより、子どもの支援の質の向上を図ることができると見込んでいる。

児童保護費等負担金
(昭和23年度)

835億円

(835億 円
893億円 908億円

載 禦 器 需 籠 龍 1謝 酔 2111舗 !瑯 黎
所する被惜量児童等に要する費用として都道府県等が支弁する経費に対し

国がその2分の1を負担する。
小規模グループによるケアや地域小規模児童養護を推進している児童養護
施設等には職員を加配する。

]ヽ規模グループケア等に対する職員の加配により、施設の小規模化を促進し、子どもの支援の質を図ること
し`できると見込んでいる。

里親委託ガイドラインの活用の促

進

里親推進の取組事例の紹介

(平成23年度 )

4

里親委託優先の原則を明示し、里親委託の運営方法についての留意事項を
整理した里親晏託ガイドラインを策定し、都道府県等に通知した。また、里親
委託率の増加幅の大きい自治体における取組事例をとりまとめて紹介した。
これらによつて、各自治体の里親委託を促していく。

里親委託ガイドラインを策定・通知することにより、各自治体における星親委託を促すことができると見込ん
でいる。

『社会的養護の課題と将来像」に基
3)づく取組の推進

(平成23年度)

2.3.4

見童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会、社会保障審議
螢児童部会社会的養饉専門委員会で、「社会的養護の課題と将来像Jをとり
員とめ、これに基づき、家庭的費腋の推進、虐待を受けた子どもなどに対する
キロ的ケアの充実、施設運営の質の向上、自立支援の充実、子どもの権利

魔護、人員配量の充実などを進めている。

‐
社会的養護の課題と将来像」に基づき、各種取組を進めることにより、虐待を受けた子ども等に対する一月
の支援を図ることができると見込んでいる。

D躙霧
営費負齢 019億円

(016億
円 )

o19億円 017億円 5
贈 願曇経馨碁315撃 M、 幣 朧 謂 灘
者等の他都道府県の婦人相談所等への移動等を都道府県が行う場合に要
する経費を負担する。

都道府県城内での要保護女子等の婦人保護施設等への移送等に要する経費を負担することにより、配偶
者による暴力被害者等の相談、保護及び支援のための体制の整備の促進を図ることができると見込んでい

る。

7)安 心こども基金

平成24年度補正予算ま
でで
総額6,842億円の内数

子どもを守る地域ネットワークJ(要 保護児童対策地域協議会)の機能強化そ

図るため、コーディネーターの専門性強化に向けた研修などの取組を支援す

もとともに、ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取l■ を支援する。

「子どもを守る地域ネットワークJ(要保護児童対策地域協議会)の機能強化のための取組を支援するこどこ
より、施策の概要①児童慮待の発生予防から早期発見・早期対応の体制充実を図る。



(厚生労働省25(1-2-2))中厚生労働雀では、基本目標>施策大目標>施策日標を設定して、政策を実施しています。
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補助金に帥

142億 円 132億 円 121億 円

傷床研修の円滑な実施を図るため、公私立大学附属病院、臨床研修病院に対
て́指導の確保、医師不足地域及び産婦人科・4ヽ 児科宿日直研修、へき地診

晨所研修、地域協議会の設置等にかかる補助を行っている。

■来専門とする分野にかかわらず、患者と良好な信頼関係の下に患者を全人的に診ることができるよう、①医
師としての人格を涵養し、②プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、③臨床研修に専念でき
5環境を整備すること、を基本的な考え方として、医療機関における履境整備に対する支援により確実な研修
D実施を担保し、また、講習会により指導医の質を担保することで、効果的な臨床研修の実施と研修の質の向
上につなげる。

歯科臨床研修費補助金 (平成9年

度 )

2)

歯科医師臨床研修指導医講習会費
(平 成9年度 )

223億円 226億円 203億 円 2

1臨床研修費補助金 )

E床研修施設における指導歯科医等の確保、研修プログラムの企日立案・管
里、研修歯科医受け入れのための環境整備等に係る経費の補
助。

1由科医師臨床研修指導医口習会費)

D歯科医師臨床研修指導医一般臓習会
1科医師■床研修を効果的かつ効率的に行うためには、指導歯科医の責質に

旦うところが大きく、その指導能力の向上を図ることが重要であ
5か ら、講習会の実施にかかる経費を補助する。(平 成23年度廃止)

Dプログラム責任者購習会
歯科医師臨床研修のプログラム責任書を姜成するために実施する講習会に必
[な経費を補助する。

澤来専門とする分野にかかわらず.患者と良好な信頼関係の下に患者を全人的に診ることができるよう、C濾
障医師としての人格を洒養し、②ヴライマリ・ケアの基本的な診僚能力を修得するとともに、③臨床研修に専稔
できる環境を整備すること、を基本的な考え方として、医療機関における環境整備に対する支援により確実な
研修の実施を担保し、また、講習会により指導医の質を担保することで、効果的な臨床研修の実施と研修の1
D向上につなげる。        ｀

のP躍鵠91撃蜜搬
18年度、⑥平成2年度)

49億円 岬岬「̈
致̈

医療提供

体|1推進

事業費補

助金 (227
億円)の 内

数

3

嬌 霞教員の姜成に携わる者に対して必要な知餞、技術を習得させる。

狭 習指導者の任にある者に、看饉教育における実習の意薇・役割を理解さ
よ、教育的配慮力

"き
るように必要な知識・技術を習取得させる。

)(■饉職員専門分野研修)特定の■腱分野において、熟練した看饉技術と知

1を用いた、水準の高い看画を実践せ る認定看順師の育成を促遣する。

D(中堅看腱職員研修 :短期研修)看E職員の専門性の向上及び医療事故の

方止等今日的課題への対応を図るため、実務経験がおおむね5年以上の看田

=員
を対象として研修を実施する。(中堅看腱職員研修 :中 期研修)二大死園

〔あるがん及Jlb筋 梗墓、要介題状態の大きな原因となる日卒中、麗知住及
′骨折などについて看巨職員を対彙とした研修を実施する。

)(事用分野 (がん・輸尿痢)における質の高い看護師育成事栞)がんや糖尿

譴患者に対する看餞について、研修の実施に適した病院での実務研修を含め

ヒ研修を実施する。
期 育内容の向上を回るためのカリキュラム改正等に対応した教育の実施
0、 看護教員の成長段階用 (新任期、中堅期、ベテラン期)に応じた研修を実施

「 る。

看護師等における講

習会・研修会等の修
了者人数

開 腱教員の養成に携わる者に対して必要な知臓、技術を習得させ、もつて看護教育の内容の充実向上を図
5。

D実習指導者の任にある者に、■順教育における実日の意義・役割を理解させ、教育的配慮ができるように
ら要な知譴・技術を習得させる。
D特定の看饉分野において、熟練した看E技術と知凛を用いた、水準の高い看饉を実践できる認定看護師の
暉成を促進する。
D(短期研修)看 E職員の専門性の向上及び医療事故の防止等今日的課題への対応を図るため、実務経験
ドおおむね5年以上の看饉職員を対象として研修を実施し、看置職員の資質の向上を図る。(中期研修)二大
ι因であるがん及び心筋榎塞、要介護状態の大きな原因となる脳卒中、認知症及び骨析については、看IEが

a者の予後に大きく影響することから、先蟷的化学研究の知見を臨床看饉に応用し、専門的な看護ケアを提
共するため、看饉職員を対魚とした研修を実施し、看臣撃員の資質向上を図る。
D(専門分野(がん・糖尿病)における質の高い看順師育成事業)がん及び糖尿病の患者に対する看護ケアの
に実のため、臨床実践籠力の高い看巨師の育成強化を推進するための実務研修を実施し、看饉職員の資質
旬上を回る。
D医療の高度化。国民のニーズの多様化といつた変化を踏まえ、教育内容の向上を図るためのカリキュラム敵
二等に対応した教育の実施や、看護教員の成長段階911(新任期、中堅期、ベテラン期)に応じた研修を実施す
3ことにより、看饉教員が生麗を通じてキャリアアッた 図ることで、看順教員の質の向上に資する。

テーム医療実証亭彙 (平 成23年度

限り〕

揉 論 計

級 擬 事熱 鴨 2

多職種協働によるテーム医療の推

進事業 (平成25年度 )

36億 08億円 04億円

Э多臓種協働によるチーム医療の推義事業
多種多様な医療スタッフがそれぞれの高い専門性を活用し、互いに連携・補完しながら、患者の状況に的確に

ケーション能力を向上させることにより、多職種B働のチーム医療の取組を全

ヨに普及させるために複数の医療関係職種が合同で行う研修事業
につながるものである。

実践的な手術手技向上のための研
5)修事業

(平 成24年度)

05億円 05億円

全国で数力所の大学(医学部)をサージカルトレーニングセンターとして選定し

L大学や医療機関の医師も含めて受け入れて行う手術手技向上のための遺

本の利用 (サージカルトレーニング)の取組を支援するとともに、その効果や運
営上の問題点等について整理・検試を行う。

補助件数
(6箇所)

助果や運営上の問題点等について曇理・検討を行うことで、遺体を使用した手術手技の修練を広く普及して,

手技の向上による医農安全の向上を図れるとともに、医療技術や医療機器の研究開発に役立つものである。



中厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(I-4-1))
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独立行政法人日立病院機構運営
1)費

(平 成16年度 )

362億円
362億円)

286億円 230億 円

■立行政法人国立病院機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並
∫に技術者の研修等を行うことにより、政策医療の向上を図り公衆衛生の向
L及び増進に寄与することを目的としている。その事業運営に必要な経費を

'付
することにより、同機構の業務の円滑な実施及び推進を図る。

陵立行政着人日立病院機構運営費を交付することにより、同機構が行う医療の提供、医療に関する調査及
メ研究載びに技術者の研修等が円滑に実施され、政策医療の向上・均てん化の促進が図られると見込んπ
,ヽ る。

独立行政法人日立がん研究セン
ター運営費 (平 成22年度)

88億円
(88億 円

81億円 74億円 1.2.3.4

自立行政法人国立がん研究センターは、がんその他悪性新生物に係る医療
こ関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策
是言等を行うことにより、政策医療の向上を回り公衆衛生の向上及び増進に
″与することを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することに
より、同機構の栞務の円滑な実施及び推進を図る。

虫立行政法人国立がん研究センター運営費を交付することにより、同センターが行うがんその他悪性新生
吻に係る医療に関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等が円滑に
颯施され、政策医療の向上・均てん化の促進が図られると見込んでいる。

独立行政法人日立がん研究セン
ター施設整備費 (平 成22年度 )

25億円

(25億 円 )

19億円 03億円 1.23.4

独立行政法人がん研究センターはがんその他悪性新生物に係る医療に関し
て、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等
を行うことにより、政策医療の向上を国り公衆衛生の向上及び増進に寄与す
ることを目的としている。同センターが行う研究等の施設整備にかかる経費の
-33を補助することにより、業務の円滑な実施及び推進を図る。

[議揺紫蹴 お湿脊」犠キ躙 福鼎蹴早辮 鮮轟憎1躙
]られると見込んでいる。

独立行政法人国立循環器病研究セ
ンター運営費 (平成22年度)

54億円
(54億 円 )

50億円 46億円 1.23.4

出立行政法人目立循環署自研究センターは循環畢病に係る医療に関して、
研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等を十
)こ とにより、政策医療の向上を図り公衆衛生の向上及び増進に寄与するこ
ビを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することにより、同様
1の業務の円滑な実施及び推進を国る。

曇轟信磨闘 翻 ξ臨 喘 踏 麟 詳琳 鵬 翻 辮
れ、政策医療の向上・均てん化の促進が日られると見込んでいる。

独立行政法人国立精神・神経医療
研究センター運営費(平成22年度)

45億円
(45億 円 )

4フ億円 45億円 :.2.3.4

独立行政法人目立精神・神経研究センターは精神・神経疾患等に係る医療に
目して、研究。開発、医朧の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提
言等を行うことにより、政策医療の向上を国り公衆衛生の向上及び増進に寄
与することを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することによ
り、同機構の業務の円滑な実施及び推進を回る。

崚立行政法人日立精神・神経医療研究センター運営費を交付することにより、同センターが行う精神・神経
矢患等に係る医療に関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等が円
骨に実施され、政策医療の向上・均てん化の促進が図られると見込んでいる。

独立行政法人口立精神・神経医療
6)研究センター施設整備費 (平 成22

年度 )

23億円
(23億 円 )

10億円 4置円 1,23.4

自立行政法人日立相神・神経研究センターは精神・神経疾患等に係る医療に
日して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提
雪率を行うことにより、政策E農の向上を目り公衆簿生の向上及び増進に寄
与することを目的としている。同センターが行う研究等の施設整備にかかる経
1の一部を補助することにより、業務の円滑な実施及び推進を図る。

つりま彗習詈貿平習霧ヨ撃震警研究
t 円

円

億

億
万

Ъ
71億円 69億円 1234

自立行政法人日立国際医療研究センターは感染症その他の疾患に係る医療
こ関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策
是言等を行うことにより、政策医療の向上を図り/A・衆衛生の向上及び増進に
好与することを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することに
りヽ、同機構の業務の円滑な実施及び推進を回る。

臓立行政法人口立日瞭医療研究センター運営費を交付することにより、同センターが行う感染症その他の
実患に係る医療に関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等が円滑

=実
施され、政策医療の向上・均てん化の促進が回られると見込んでいる。

3)多舜珂農通金属長早嘱易撃理千
セ 円

円
億
億

‐５
‐３

13億 円 3億 円 1.23.4

腱立行政法人目立国際医姜研究センターは感染症その他の疾患に係る医療
に日して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策
腱言等を行うことにより、政策医療の向上を図り公衆衛生の向上及び増進に
寄与することを目的としている。同センターが行う研究等の施設整備にかかる
経費の一部を補助することにより、業務の円滑な実施及び推進を図る。

日立行政法人目立目瞭医療研究センター施設整備費を変付することにより、同センターが行う感染症その
也の疾患に係る医療に関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策饉言等が
円滑に実施され、政策医療の向上・均てん化の促進が図られると見込んでいる。

ω努馳識鴨舞肝
鵬t 4フ億円

“

7億円)

43億円 40●円 1,2,3,4

日立行政法人日立威冑医療研究センターは威育に係る疾患に係る医療に関
て́、研究。開発、医療の提供、医療従事者の研修.情報発信及び政策提言

中を行うことにより、政策医療の向上を国り公衆衛生の向上及び増進に寄与
夕ることを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することにより、
尋機構の業務の円滑な実施及び推進を図る。

黛搬 霊裏馬鷹『 1欝彰1面黒尾轟品蓋
付するこ日概 同センターが行う成卸こ係る懸

「
者の研修、情報発信及び政策提言等が円滑に実施

ざれ、政策医療の向上・均てん化の促進が回られると見込んでいる。

κ3鼻馳較躍癬肝
確セ 円

円
億
億

３０
３６

37億円 35億円

自立行政法人日立長寿医療研究センターは加齢に伴う疾患に係る医療に関
て́、研究。開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言

事を行うことにより、政策医療の向上を回り公衆衛生の向上及び増進に寄与
夕ることを目的としている。その事業運営に必要な経費を交付することにより、
可機構の業務の円滑な実施及び推進を目る。

‖勢酬躍澱撃湿撃理ヂ
t :1億 円

11億 円 )

6饉 円 2億円 :,23,4

自立行政法人目立長寿医療研究センターは加齢に伴う疾患に係る医療に関
て́、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言

専を行うことにより、政策医療の向上をロリ公衆衛生の向上及び増進に寄与
することを目的としている。同センターが行う研究等の施設整備にかかる経費
つ一部を補助することにより、業務の円滑な実施及び推進を回る。

自立行政法人日立長寿医療研究センター施設整備費を交付することにより、同センターが行う加齢に伴うリ
議に係る医療に関して、研究・開発、医療の提供、医療従事者の研修、情報発信及び政策提言等が円滑に
え施され、政策医療の向上・均てん化の促進が図られると見込んでいる。



Ⅲ厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(I-5-3))
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)臓器移植対策事業 フ2億 円 66億円 64億円

2臀君蜜涯1機 お慇 2雫a他 の治療法がれ 場`合l_3う臓器移植

L公 平に実施するため、臓器移植法第12条に基づくあつせん機関として臓器移

直に係る連絡調整等を行う。

3務蔵確獅覇是葛纂轟麿臓ぶ審窮調電設雪麿看覆島の体制整備を支援すると

ヒもに、あつせん事業の従事者に対する研修を行う。

Э臓器移植に係る普及啓発に関する事業

なく国民に移植医療の知識や理解を深めてもらうとともに、臓器提供に関する

[思表示をしていただける環境を整えるための普及啓発を行う。

Э臓器提供意思登
録システム現登録書
数:前年度以上
②臓器提供件数:前

年度以上
Э臓器移植件数:前

年度以上

・臓器提供に関する意思表示の方法については、従来から公共機関等に設置している「臓器提供意
思表示カード(シール)」 や医療保険証、運転免許証の曇面に記入する方法に加え、インターネット及
びモバイルサイトから手軽に登録することが出来る臓器提供システムがある。この臓器提供システム

の意思登録者数を測定することで、臓器移植に関する普及啓発の効果の測定ができる。
・臓器提供件数及び臓器移植件数について、臓器の提供は、ドナーの善意で行われるものであること
などから、日標値の設定に困難な面があるが、臓署移植の現状把握に有用である。

移植対策(遣血幹細胞)事業 18億円 18億 円 !9億円

21嘉専雰亀師 ゃ末梢血幹細胞移植を公平に実施するた

め、第二者機D8である骨饉移植推進財団があつせん機関として骨髄移植等に

係る連絡調整を行う(国際的なあっせんを含む)。 また.骨 饉等提供登録者 (ド

ナー)の登録内容の定期的更新等を行う。

2貫翻              供できるよう、骨饉等提供希望者

を確保するための普及啓発事業、骨饉等提供希望者への説明を行うポランティ

アに対する研修事業、ドナー登録会の開催及び低所得者の患者負担金免除事

業を行う。

0骨髄移植ドナー登
録者数:前年度以上
②非血縁者間骨饉
移植実施数:前年度
以上
③非血縁者間さい

帯血移植実施数 :前

年度以上

・骨髄・末梢血幹細胞移植を推進するにあたっては、ドナーを確保するための普及啓発を行うことが

必要となる。当該指標により普及啓発の効果の測定ができる。
・骨髄等の提供は、ドナーの善意で行われるものであることなどから、日標値の設定に困難な面があ
るが、造血幹|■胞移植の現状把握に有用である。

(3)移相対策費 04億円 03億円 04億円

・菫正な■署移植の実施に必要なガイドライン等の改正に向けた検討を実施す

るため、各種作業理を開催
・日死下での臓暑提供事例が発生した際、手饉きが遍正に行われたかの検証

を実施

颯覇協糠 罰馴脚 輪赫、ンフレットを送付

睛 器移植の普及
野発を目的とした全

日の中学校への教
野用′ヽンフレットの

=付D腱器等提供者ヘ
,大臣感闘状贈呈
次

・腱器移植の普及啓発に際しては、早い時期から臓器移植に関する知識を身につけ、正しい知識を

身につけることが必要である。全国の中学校への教育用バンフレットの配布を行うことで.臓器移植に

対する正しい理解を促し、普及書発をすすめることが期待できる。    .
・臓署等提供者に対して、厚生労働大臣感謝状を贈呈している。このような感闘状を通じ、臓器移植
への理解とその崇高な心を讚える。



■厚生労働省では、基本目標>施策大目欄>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(I-6-3))

輻 聰 妻昌薬品の適正使用を推進する(施策目欄 1-6-3) 医薬食品局総務課 り務課長 松岡 正樹

滞萎 施ヽ策は、医薬品の適正使用の普及啓発を推進するために実施しています。
L本目標 : 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策大目標 I-6品 質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に利用できるようにすること

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
(項 )医薬品適正使用推進費 :医薬品の適正使用の推進に必要な経費 (一部)

[平成25年度予
=饉

:124,549千 円]

医薬品の適正使用を推進するべく、医薬分業の推進.薬局における医療事故の発生予防・再発防止、医療技術の高度化・専門分化の進展に対応できる病院・薬局薬剤師C揚 モ ニ 実績 モ ニ:蝶苺澄稀海謙拇躍難JttJl=苺
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1医薬分業氣 全国・地城別) 6“ 23年度
前年度以

上
毎年度

前年度以
上

前年度以
上

65% 23年度

医薬分業が進むことによって、薬局の薬剤師による服薬指導等の機会が増え、医薬品の適正使用の啓発が進むと考えられるため、医薬分業
事を目根値として設定した。
なお、医薬分業率については、地域の特性等様々な要因力

'あ
ることから、全国―律の数値としての設定は困難であるため、日標値を前年度リ

上として設定した。

日本薬剤師会が実施している各種
2研修・講習会受講者致 3,635人 23年度 昨年度以上| 毎年度

前年度以

上

前年度以

上
3.635人 23年度

充実させることによつて、各種研修・講習会を受議する薬剤師が増加し、
に資するものであると考えられるため、当骸指相を設定した。

することは、医薬品の適

薫iミミ壼隷彗墨革:基 濃鶉詐itti録勒涸蒻1    轟
ギ
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，

3医薬分集率(全国) 591% 00,% 631% 046%

4昇藤醐
ている観 3.328人 3.332ノヽ 3.200人 3.635フヽ
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業
24百万円 12百 万円 17百万

「

旬上を図る事業。

啓発資材配布数 (ポ

スター54000部 、リー

フレット95000部 )

医薬分業指導者協

議会開催回数 1回

D実施

国民への普及啓発を行い、医薬分業率を上昇させ、医薬品の適正使用を推進する。



中厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(I-10-2))
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1平成23年度
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)蹴舗 123億 円 92億 円 82億円 建康教育、健康診査やがん検診などを実施する。
糖尿病、がん等の生
活習慣病の予防

臨尿病、脂質異常症、喫煙に関する健康教育、健康診査やがん検診などを実施することにより、肥満者の
増加を抑制し、がん、糖尿病などの生活習慣病の予防を図る。

健康的な生活習慣づくり重点化事
業(糖尿病予防戦略事業)

(平成17年度〕
04億円 04億円 09億円

里動施設等を活用した肥満予防・改善のための体験機会の提供や民間産業
L連携したメニュー改善に向けた取組を推進する。また、親子ワークショップ、

「
演会等の開催並びに民間産業、商店街等と連携した糖尿病予防対策等を

ミ施する。

肥満者の割合の減少
健康的な生活習慣づくり重点化事業を実施することにより、健全な食習慣と運動習慣の形成と、周囲による
支援の促進や食生活の改善を経続的に進められる環境整備などが図られ、肥満者の増加抑制に寄与する
ことが見込まれる。

D[判錫翼薔
nectJの推進 07億円 09億円 00億円

国民の生活習慣を改善し、健康寿命の延伸を目的とし、『適度な運動J等に焦
点をあて展開している国民運動であり、プロジエクトの趣旨に賛同する企葉・

ヨ体等を増やし、企業・団体等による啓発活動を通じて、より多くの人々の行
助変容を促すためのイベントなどの取18を進める。

健康づくりに関する活
動に取り組み、自発
的に情報発信を行う
艇業登録数:1.000社

歩数の増加がNCD発症・死亡リスクの減少に景がることが大規模前向き研究のメタ解析で示唆されている
ことから、歩数の増加:ま生活習慣の改善及び健康寿命のE41に寄与する。

0懺晴 撃 1163億 円 1049億 円 726億円 3

受診勧奨事業の方策の1つ として、節目年齢の方を対象とし、乳がん、子富
願がん及び大鵬がん検診の無料クーボン券等を送付し、がん検診の重要性
や検診方法の理解を促すとともに、検診受診率の向上を図る。

がん検診受診率の向
上

廊目年齢の方が無料で検診を受けることができる乳がん、子富頸がん及び大腸がん検診の体制を整備す
ることで、がんによる死亡リスクの軽減を図る。

D搬 事業 04億円 04億円 04億円 3

喫煙が関与する生活習慣病は、生活習慣を改善することにより病気の発症
や重症化を予防することができるため、未成年者や子どもへの影響の大きい
父母等に対する喫煙防止(講習会等)等を行うことにより、生活習慣の改善に
よる健康増進を回る。

喫煙率の減少
ヒばこの健康に及ぼす悪影響の知識の啓発等をすることで、がんを始めとした生活習慣病の発症や重症化
を予防を図る。



*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目線を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅶ -3-1))
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1)災害救助費等負担金
4.571億 円

(4.579億円 )

1,098億円
―晨 3●R

531億円
―● 2饉R

災害に際して地方公共団体等が行った災害救助等に要する費用の一部を国

bぐ負担する。

災害救助法に基づ

き、災害に際して地方
公共団体等が行った
災害救助等に要する

費用の一部を国が負
担するものであり、成
果指標の設定になじ
まない

地方公共団体等が行う災害救助に対し、財政支援を行う。



*厚生労働省では、基本目標>施東大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(Ⅷ -5-2))
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戦没者追悼式挙行等事業
1)(①昭和38年度、②昭和39年

度)

14億 円

(14億 円 )

14億 円 14億 円

Э全国戦没者追悼式
昭和38年 から毎年3月 15日 に国家行事による戦没者の追悼行事とし

て日本武道館で、天皇皇后両陛下御臨席のもとに実施している。式典
は宗教的儀式を伴わないものとされ全国から遺族代表を国費で参列さ
せることとしている。

②千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式
海外戦没者遺骨帰還等により新たに持ち帰られた遺骨で遺族に引き

渡すことのできない遺骨の納骨を行うとともに、併せて墓売に納められ
ている遺骨に対し拝礼を行うため、厚生労働省主催により昭和40年以
降毎年春に皇族の御臨席をいただき実施している。

・全国戦没者追悼式や千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式を実施することで、戦没者遺族の慰藉につなが
ると見込んでいる。

D偶
畿喬藻島ξ

骨情報収集事業 11億円

(05億 円 )

:2億 円 13億 円 2

南方地域(フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、
インドネシア)及び旧ソ連地域に残存する日本人戦没者の遺骨の情報
について、日本国内や現地で情報を収集し、遺骨情報に基づいた調査
を行う。

遺骨収容又は送還
を行つた地域数
過去3年の平均地
域数以上

・残存する日本人戦没者の遺骨情報を収集し、先の大戦による海外日本人戦没者の遺骨帰還等
の計画的な実施を図ることにより、戦没者遺族の慰藉につながると見込んでいる。

D榊蒲
韓

54億円

※内繰越

等
20億円

(34億 円 )

26億円 26億円 2

戦没者の遺骨帰還は、昭和27年度から南方地域で開始され、平成3

年度からはlBソ連地域での抑留中死亡者についても遺骨帰還が可能
となつた。これまでに約33万柱の遺骨が収容され、陸海軍部隊や一般
邦人の引揚者が持ち帰つたものを含めると、海外戦没者約240万人の

うちの約半数(約 127万柱)が送遺されている。
相手国の事情や海没その他の自然条件等により収容ができない地

域等が残されているが、今後も現地政府などからの残存遺骨情報の
収集に努め、遺骨帰選を実施することとしている。相手国の事情により
遺骨帰還ができない国には、外務省と連携し遺骨帰還の実現に向け
て努力しているところである(一部補助事業 補助率 10/10)。

遺骨収容又は送還
を行つた地域数
過去3年の平均地
域数以上

・戦没者の遺骨を迅速かつ着実に帰還させることにより、戦没者遺族の慰藉につながると見込ん
でいる。

っ灘 潮
業

42億円

※内繰越

等
31億円

(15億 円 )

27億円

※内繰越

等
13億 円

13億 円

海外等で収容された先の大戦による戦没者の遺骨については、遺留
品調査等により身元が特定された場合に遺族へ伝達し、平成15年度
以降は遺骨から有効なDNAを抽出できるなど一定の条件を満たす場
合に、希望する遺族に対しDNA鑑定を実施し、身元特定に至った場合
も同様に伝達している。遺族に引き演すことのできない遺骨は、国内て
焼骨後、千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨している。また、当局保管の朝鮮
半島出身旧軍人軍属の遺骨については韓国及び北朝鮮政府に送還
するものであり、基本的に合意している韓国政府に対して遺骨を送還
している。

・戦没者の遺骨をDNA鑑定や遺留品調査等により、身元特定を行い遺族に返還することで。戦没
者遺族の慰藉につながると見込んでいる。

D柵需
円

円

億

億
05億円 06億円 :

先の大戦で旧主要職域となつた地域で、政府職員が戦没者遺族とと
もに職没者の戦没地点付近や国が建立した海外戦没者慰霊碑を訪れ
て、現地追悼式などを行い戦没者の慰霊を行う(一部補助事業 補助
率1/3)。

慰霊巡拝参加者の
うち「満足したJと答
える者の割合
B5%以上

・旧主要戦城や遺骨帰遺が望めない海域等で戦没者遺族等が戦没者を慰霊することで、戦没者
遺族の慰藉につながると見込んでいる。

。
躙

事業 27億円
(27億円)

2.7億 円 27億円

先の大戦による戦没者の遺児が、旧主要戦城を巡拝し、戦没者の慰
霊追悼を行うとともに、旧主要戦域の関係者との友好親善のための記
念事業(教育施設への学用品等の寄贈、公共施設等の清掃、現地戦
争犠牲者との交流会、記念植樹)を行う(定額補助)。

・戦没者の遺児と主要戦域等の人々との友好親善を回り、相互理解を深めることで、戦没者遺児
の慰藉につながると見込んでいる。
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管理等韓 円

円

億

億 06億円 05億円

疏黄島及び海外14か 所に建立した戦没者慰霊碑について、民間団体
等や建立地の相手国関係機関等に慰霊碑の維持管理等を委託する。
また、旧ソ連地域に抑留中死亡者の小規模慰霊碑を建立する。
なお、経年劣:L等により補修の必要な慰重碑について、計画的に調
査を行い補修工事を行うこととしている。

慰霊碑の維持管理
等実施地域数
前年度に比べ地域
数を増加

・戦没者慰霊碑等について維持管理等を行い、旧ソ連地域に小規模慰霊碑を建立することで、戦
没者遺族の慰藉につながると見込んでいる。

D晶品請轟縄著
碑等整理事業 円

円

億

億 01億円 01億円

と画競争により委託先の選定を行い、過去の慰霊碑整理事業実施状
兄等を考慮し、実施地域に建立されている民間建立慰霊碑等の情報
こついて、可能な限り国内における調査、情報収集を充実させ、相手
ヨや関係団体、建立者等と協議し、内容を精査・整理したうえで、現地
を訪問し慰霊碑等の移設等の整理や補完調査を行う。

・民間団体等が海外に建立した日本人戦没者の慰霊碑等のうち、維持管理状況が不良である慰
霊碑について、建立者等へ維持管理の指導を行い、必要に応じ、整理事業を行うことで、戦没者
遺族の慰藉につながると見込んでいる。

平和を祈念するための硫黄島
0)特別対策事業

(平成23年度)

12億 円 10億 円 10億 円

走来の取組を抜本的に見直し、科学的手法による壕、御遺骨の調査
を拡大するとともに、自衛隊の協力や若者を含めたポランティア等のよ
′多くの参加を得て、人員、重機等を大幅に拡充し、3年程度集中的に
童骨帰還事業を実施する(一部補助事業 補助率10/10・ 1/3)。

・戦没者の遺骨を迅速かつ着実に帰還させることにより、戦没者遺族の慰藉につながると見込ん
でいる。



*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(X-1-3))
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3確定給付企業年金の加入者数 570万人 64フ 万人 727万 人 801万人

4確定拠出年金の加入者数 32:万人 352万 人 384万人 433万 人

5厚生年金基金の加入員数 466万 人 460万人

“

フ万人 437万人

6国民年金基金の加入員数 61万人 58万人 55万人 52万人

フ確定給付企栞年金の規約件数 5.∞ 8件 7.405件 10,067件 :4.3フ フ件

8企業型確定拠出年金の規約件数 3043件 3.301件 3,705件 4,135件

ミ扮 響導 撃珈:   扮 祓 |雛 FI禦興 |

企業年金等の健全な育成に必要な

経費

01:億円
(005億
円 )

012億円 0:4饉円
:.2.3,4,5.6.

7.8,

と桑年金等の健全な育成を日るため、次の事業を行う。
D企栞年金等の集務報告書等集計

法令に基づき、基金又は事業主から提出される業務報告書等の集計を行

D企業年金

“

度等の調査研究
将来の企案年金‖度等のあり方について検討を行う。

D企業年金鋼度等の周知

企業年金倒度等の改善事項について事集主導に周知を行う。

企業年金等からの報告のとりまとめや関係者との意見交換を行い、経済情勢や制度の運営状況に応じた翻

菫改善のニーズを把握し、制度改善や普及促進に努めることで、企業年金等の健全な育成に寄与する。



■厚生労働省では、基本日標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。 (厚生労働省25(XI-1-1))
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:)試験研究所試験研究事業
3.584百 万

円

3,560百万

円
193百 万 F

・各試験機関に外部の専門家による評価委員会を設置しており、研究課題に

係る事前諄優等を行い、国民の相社の向上を回るため研究成果の高い研究

EI口を策定する。

研究課題評価につい

ピ基準値を上回る目

1値を設定

・外部の専門家による評価については、あらかじめ定められたルールの下で、評価委員会を組織して行つて
しヽることから、客観的な評価を集中的かつ効率的に実施することができる。
・また、日立試験研究機関における研究は、その期間が複数年にわたる研究が数多くあることから、複数年
度ごとに評価することが有効である。
・なお、辞価結果の公表は各機関におけるホームページ等において行つているところである。



厚生労働省における事後評価の実施に関する計画
○厚生労働省における事後評価の実施に関する計画 (案 )

(案)(平成 25年度)新旧対照条文
(平成 25年度)(平成 25年●月●●日厚生労働大臣決定)

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画 (平成 25年度)

目 次

第 1 はじめに
第 2 計画期間
第 3 政策体系及び評価予定表
第4 事後評価の対象及び評価の方法

´

第 5 事後評価の実施
第 6 学識経験を有する者の知見の活用
第 7 評価結果の政策への反映状況の公表
第 8 その他

別紙 1 政策体系及び評価予定表
別紙 2 事業評価予定一覧
別紙 3 成果重視事業一覧

第 1 はじめに
本計画は、行政機関が行 う政策の評価に関する法律 (平成 13年法律第

86号。以下「法」とい う。)第 7条第 1項の規定に基づき、「政策評価に
関する基本方針」 (平成 17年 12月 16日 閣議決定。以下 「基本方針」
という。)及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画 (第 3期 )」

(平成 24年 3月 30日 厚生労働大臣決定。以下「基本計画」とい う。)

を踏まえて、平成 25年度に実施する事後評価の対象、評価の方法等を明
らかにするものである。

第 2 計画期間
本計画の対象期間は、平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 ま

でとする。

第 3 政策体系及び評価予定
(略 )

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画 (平成 24年度 )

目 次

第 1 はじめに
第 2 計画期間
第 3 政策体系及び評価予定表
第4 事後評価の対象及び評価の方法
第 5 事後評価の実施
第 6 学識経験を有する者の知見の活用
第 7 評価結果の政策への反映状況の公表  

・

第 8 その他

別紙 1 政策体系及び評価予定表
別紙 2 事業評価予定一覧
別紙 3 成果重視事業一覧

第 1 はじめに
本計画は、行政機関が行 う政策の評価に関する法律 (平成 13年法律第

86号。以下「法」という。)第 7条第 1項の規定に基づき、「政策評価に
関する基本方針」 (平成 17年 12月 16日 閣議決定。以下「基本方針」と
いう。)及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画 (第 3期 )」 (平

成 24年 3月 30日 厚生労働大臣決定。以下 「基本計画」という。)を踏ま
えて、平成 24年度に実施する事後評価の対象、評価の方法等を明らかに
するものである。

第 2 計画期間
本計画の対象期間は、平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31、日ま

でとする。

第 3 政策体系及び評価予定
(略 )

(傍線の部分は改正部分)



第4 事後評価の対象及び評価の方法
事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。

1 政策体系に基づき対象とする政策 (基本計画第 7の 1(1)関 係 )

政策体系の施策目標については、毎年度、評価又は指標のモニタリン
グを行 う。平成 25年度において評価を行 う政策及び評価の方法は、前
年度の別紙 1(政策体系及び評価予定)の とおりとする。

加えて、指標のモニタリングの結果 (以下「モニタリング結果」とい
う。)に より評価の必要が生 じた施策 目標について、実績評価方式、総
合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択 した評価方式により
評価する。なお、この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策統括
官付政策評価官室 (以下 「政策評価官室」という。)が 、当該政策の担
当部局 (大 臣官房の各課を含む。以下同じ。)及び査定課 (大 臣官房会
計課及び大臣官房人事課)と 調整の上、定めることとする。

2～ 8 (略 )

第 5 事後評価の実施

1～ 4 (略 )

第 6 学識経験を有する者の知見の活用
(略 )

第 7 評価結果の政策への反映状況の公表
担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案 (組織・定

員要求、予算要求、税制改正要望等を含む )、 既存の政策の見直し。改善
に反映させるための情報として活用する。また、担当部局は、平成 25年
度に実施 した政策評価の結果の政策への反映状況について、 9月 上旬を目
途に政策評価官室に報告する。

政策評価官室は、それらの反映状況を確認の上、とりまとめ、公表する。

第 8 その他
(略 )

第4 事後評価の対象及び評価の方法
事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。

1 政策体系に基づき対象とする政策 (基本計画第 7の 1(1)関 係 )

政策体系の施策 目標については、毎年度、評価又は指標のモニタリン
グを行 う。平成 24年度において評価を行 う政策及び評価の方法は、別
紙 1(政策体系及び評価予定)の とおりとする。

加えて、指標のモニタリングの結果 (以下 「モ■タリング結果」とい
う。)に より評価の必要が生 じた施策目標について、実績評価方式、総合
評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択 した評価方式により評
価する。なお、この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策統括官
付政策評価官室 (以下「政策評価官室」という。)が、当該政策の担当部
局 (大臣官房の各課を含む。以下同じ。)及び査定課 (大 臣官房会計課及
び大臣官房人事課)と調整の上、定めることとする。

2～ 8 (略 )

第 5 事後評価の実施

1～ 4 (略 )

第 6 学識経験を有する者の知見の活用   .
(略 )

第 7 評価結果の政策への反映状況の公表
担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案 (組織・定

員要求、予算要求、税制改正要望等を含む)、 既存の政策の見直し。改善に
反映させるための情報として活用する。また、担当部局は、平成 24年度
に実施 した政策評価の結果の政策への反映状況について、 9月 上旬を目途
に政策評価官室に報告する。
政策評価官室は、それらの反映状況を確認の上、とりまとめ、公表する。

第 8 その他
(略 )
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平成24年 3月 30日 厚生労働大臣決定

厚生労働省における政策評価に関する基本計画

(第 3期 )

第1 基本的な考え方

政策評価については、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法

律第86号 。以下「法」という。)が平成14年 4月 に施行され、厚生労働省において

も、これに基づき政策評価を実施してきたところであり、政策評価の実施から10年

が経過した。

この間、国民に対する説明責任 (アカウンタビリティ)の 徹底や国民本位の効率的

で質の高い行政の実現、国民的視野に立った成果 (ア ウトカム)重視の行政への転

換等を目的として、政策評価を実施してきたところであるが、今後も、厚生労働省の

各政策が国民生活の質の一層の向上に貢献できるよう、政策評価の充実や改善を

図つていく必要がある。

本計画においては、法第6条第1項 に基づく、「政策評価に関する基本方針」(平

成 17年 12月 16日 閣議決定。以下「政策評価基本方針」という。)を踏まえて、当省

が実施する政策評価について、その評価の観点、政策効果の把握の手法、事前評

価及び事後評価の対象とする政策など評価の実施に関する基本的事項を明らかに

するものである。

第2 計画期間

本計画は、平成 24年度から平成28年度までの 5年間に実施する政策評価を対

象とする。

‐
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第3 政策評価の実施に関する方針

1 政策評価の実施に関する基本的な考え方

当省においては、政策の質の向上、政策形成能力の向上や職員の意識改革等

を図るため、政策評価を、政策 (組織・定員要求、予算要求、税制改正要望を含
む)の企画立案【Plan】 ―実施【Do】 ―評価【Check】 一見直し・改善【Action】 を
主要な要素とする政策のマネジメントサイクルの中に明確に組み込み、実施するも
のとする。  ｀

2 政策体系

政策評価を体系的に実施するため、基本目標、施策大目標、施策目標及び事務
事業を政策体系とする。これらのうち、基本目標、施策大目標及び施策目標につい

ては、別紙のとおり定め、事務事業については、基本計画に基づく「厚生労働省に

おける事後評価の実施に関する計画」(以 下「実施計画」という。)に 定めるものと

する。

3 政策評価の実施方式

政策評価は、政策の特性や評価の目的等に応じて、次の3つの方式を適切に選
択して実施することとする。

また、いずれの方式においても、政策評価を効果的口効率的に実施するため、政

策の目的とその手段の関係を明確にするとともに、評価の対象を重点化し、政策
評価を実施する時期や把握する政策効果の範囲などは、政策効果の発現時期や

政策効果の把握に要するコストなどを勘案して適切に判断するものとする。

(1)実績評価方式

政策を決定した後に、政策の不断の見直しや改善に資する見地から、政策の

目的と手段の対応関係を明示しつつ、あらかじめ政策効果に着目した達成すべ

き目標を設定し、これに対する実績を定期的口継続的に測定するとともに、日標
期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括し、
日標の達成度合いについて評価する。

(2)総合評価方式

政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多

様な情報を提供することにより政策の見直しや改善に資する見地から、特定の

テーマについて、当該テーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から掘り
下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど

総合的に評価する。

(3)事業評価方式

個々の具体的な事業や施策の実施を目的とする政策を決定する前に、その

‐
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採否、選択等に資する見地から、当該事業又は施策を対象として、あらかじめ期

待される政策効果やそれらに要する費用等を推計・測定するとともに、必要に応

じ事後の時点で事前の時点に行つた評価内容を踏まえて検証するものであり、

個々の具体的な事業や施策の採択及びその継続の可否や見直しを目的とす

る。

第4 政策評価の観点に関する事項

政策評価の観点としては、以下の (1)か ら(5)があり、評価の際には、必要性 、

効率性及び有効性の観点を基本としつつ、評価の対象とする政策の特性等に応じ

て公平性、優先性等の観点を用いるなど、総合的に評価を行うこととする。

その際、政策評価の実施方式や評
‐
価の対象とする政策の特性等に応じて、評価

書等 (法第 10条に規定する評価書及びその要 旨をいう。以下同じ。)に政策評価の

観点を具体的に記載することにより、実効性の高い評価を行うものとする。

(1)「必要性」の観点

イ 政策の 目的が国民や社会のニーズに照らして妥当か、また、上位の 目的に

照らして妥当か。

口 行政関与の在り方から見て行政が担う必要があるか。

(2)「効率性」の観点

イ 投入された資源量に見合つた効果が得られるか、又は実際に得られている

か 。

口 必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
ハ 同一の資源量でより大きな効果が得られるものが他にないか。

(3)「有効性」の観点

政策の実施により、期待される効果が得られるか、又は実際に得られている

か 。

(4)「公平性」の観 点

政策の 目的に照らして、政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配され 、

るか、又は実際に分配されているか。

(5)「優先性」の観 点

他の政策よりも優先的に実施すべきか。
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第5 政策効果の把握に関する事項

1 政策効果の把握方法

(1)政策効果の把握については、それに要するコスト、得られる結果の分析精

度、評価を実施する職員の能力等を考慮しつつ、政策の特性に応じた合理的

な手法を用いて、できる限り定量的に行うこととする。

(2)政策効果を定量的に把握することが困難である場合、又は政策評価の客観

的かつ厳格な実施の確保に結びつかない場合には、できる限り客観的な情報ヨ

データや事実を用いつつ、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとす

′る。               ′

(3)特に、厚生労働行政は、保健・医療、社会福祉、所得保障、労働といつた国

民生活に密着した幅広い分野を所掌しており、社会のセーフティネットとして機

能している政策も多く、政策効果の把握に関する手法等が確立されていない分

野も存在することから、具体的に数値等で把握しにくい効果も十分に勘案しな

がら適正な評価に努めるものとする。

2 政策効果の把握に当たつての留意点

政策評価の実施に当たり、評価の対象となる政策に基づく具体的活動の実施主

体が厚生労働省以外であり、政策効果の把握のために、当該実施主体における活

動に関する情報等が必要となる場合にあっては、事前に当該実施主体に対して把

握しようとする政策効果やそのために必要となる情報、政策効果の把握の方法等
について具体的に示すことなどにより、できる限りその理解と協力を得るように努
めることとする。                         `

第6 事前評価の実施に関する事項

1 事前評価の対象とする政策及び評価方式

事前評価の対象とする政策は以下のとおりとし、事業評価方式を基本とする。

(1)個々の研究開発 (注 1)

イ 10億 円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政

策

口 10億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、そ

の実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
ハ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成20年 10月 31日 内閣総理

大臣決定。以下「大綱的指針」という。)に基づき事前評価の対象とされた研
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究開発

(2)個々の公共的な建設の事業 (注 2)

公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業

であつて、

イ 10億 円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政

策

口 10億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、そ :
の実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策

(3)個々の政府開発援助

イ 無償の資金供与による協力 (注 3)

当該資金供与の額が10億円以上となることが見込まれるものの実施を目

的とする政策

口 有償の資金供与による協力(注 4)

当該資金供与の額が150億 円以上となることが見込まれるものの実施を

目的とする政策

(4)規制の新設等を目的とする政策 (注 5、 6)

法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制を新設し、若

しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目的とする政策

(5)租税特別措置等の新設、拡充又は延長 (注 7)

租税特別措置等のうち、法人税、法人住民税及び法人事業税の新設、拡充

又は延長を目的とする政策

注 1: 人文科学のみに係るものを除く(「 行政機関が行う政策の評価に関する法

注 4

律施行令」(平成13年 9月 27日 政令第323号。以下「令」という。)第 3条

第1号及び2号参照)。

施設の維持又は修繕に係る事業を除く(令第3条第3号及び4号参照 )。

条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有

する事業のための施設 (船舶を含む。)の整備 (当該施設の維持及び運営

に必要な設備及び資材の調達を含む。)を 目的として行われるものに限る

(令第3条第5号参照)。

資金の供与の条件が開発途上地域にとつて重い負担にならないよう金

利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであつて、独立

行政法人国際協力機構法 (平成14年法律第136号 )第 13条第1項第2号  
｀

イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実

施に必要な資金を貸し付けるものに限る(令第3条第5号参照)。

規制とは、国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用 (租税、裁

注 2

注 3

注 5
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判手続、補助金の交付の申請手続その他の「行政機関が行う政策の評価
に関する法律施行規則」(平 成19年総務省令第95号 。以下「規則」とい

う。)第 1条で定めるものに係る作用を除く。)である(令第3条 6号参照)。

注6: 規制の内容の変更については、提出すべき書類の種類、記載事項又は

様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を

及ぼすことが見込まれないものとして規則第2条で定める変更を除く(令第
3条6号参照)。

注7: 租税特別措置等の具体的な評価の範囲については、令第3条第7号及び

第8号並びに政策評価基本方針 14キの規定に従うものとする。

2 事前評価の評価結果の検証

事前評価の対象とした政策については、政策効果の把握の手法等の調査、研

究及び開発を積極的に進めるために、評価書等に当該政策の目標の達成状況を
示す評価指標と政策効果の発現時期を示し、その評価指標のモニタリングの結果
(以下「モニタリング結果」という。)や推移、政策効果の発現時期を参考にすること

などにより、必要に応じて、又は事前評価の実施後一定期間が経過したときに、事

前評価の評価結果を重点的に検証することとする。

第7 事後評価の実施に関する事項

1 事後評価の対象とする政策及び評価方式

事後評価の対象とする政策及び評価方式についてはt以下のとおりとする。

(1)政策体系に基づき対象とする政策

イ 評価の単位

施策目標ごとに評価を行い、評価書等を作成することを原則とする。

口 評価予定(評価時期及び評価方式)の設定

実施計画において、施策目標ごとに、政策の特性や政策の見直し時期等を
踏まえて、基本計画の期間中に全ての施策目標について事後評価を実施(以

下「ローテーション」という。)できるよう、概ねの時期及び評価方式を設定する
こととする。

ハ 事後評価の対象とする政策及び評価方式の決定
ローテーションで評価を実施するもののほか、以下の①から③までに該当

する場合は原則として事後評価の対象とすることとし、具体的には、前年度の

実施計画の評価予定を踏まえつつ、毎年度実施計画において定める。評価方
式は政策の特性や評価の目的等に応じて、適切に選択する。

① 政策の特性に応じて定期的な見直しを行う場合
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② 次のいずれかに該当し、かつ、当該年度において評価を実施することが

適切であると認められる場合

なお、課題の選定及び評価に当たちては、審議会の答申や白書等による

分析結果を積極的に活用するように努める。

a 施政方針演説等で示された内閣としての重要政策

b 当省の主要な制度の新設口改定等

③ 指標のモニタリング結果や推移により必要が生じた場合

二 政策体系及び指標並びに目標値の見直し

各年度の評価結果等を踏まえ、必要に応じて、政策体系及び指標並びに目

標値の見直しを行う。この場合において、指標及び目標値については、評価

の対象となる政策の性質等に応じ、さらに客観的かつ的確に達成度を測定で

きるものとなるよう努める。

ホ 評価方式

実績評価方式又は総合評価方式を基本とする。

(2)研究開発

大綱的指針に基づき事後評価の対象とするもの。事業評価方式を基本とす

る。

(3)公共事業

「水道施設整備事業の評価の実施について」(平成23年 7月 7日 付健発0707

第 1号 )で定めるところにより事後評価の対象とするもの。事業評価方式を基本

とする。

(4)事前評価を実施した政策

以下の政策を対象とし、事業評価方式を基本とする。

イ 事前評価の実施後、一定期間が経過したもの

回 事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果や推移、政策効果の

発現時期を参考にして必要が生じたもの

(5)法第7条第2項第2号に規定する政策 (政策決定後5年間が経過した時点で

未着手のもの又は政策決定後10年間が経過した時点で継続中のもの)

事業評価、実績評価又は総合評価方式を基本とする。

(6)「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」(平成1

3年 6月 26日 閣議決定)以下累次の「経済財政運営と構造改革に関する基本方    チ

針」に基づき定められた成果重視事業

事業評価方式を基本とする。
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(7)租税特別措置等

政策評価基本方針に基づき、
`租

税特別措置等のうち、法人税、法人住民税及

び法人事業税に関するもの事業評価、実績評価又は総合評価方式を基本とす

る。

(8)(1)か ら(7)までに掲げるもののほか、閣議決定等の内閣の基本方針に基づ

き、政策評価を実施するもの

事業評価、実績評価又は総合評価方式を基本とする。

2 モニタリングの実施

厚生労働行政全般の実績を明らかにするため、担当部局 (個 別の政策を所管す

る大臣官房の各課を含む。以下同じ。)は 、各年度開始後、遅滞なく、施策目標に

係る指標並びに事前評価を行うた事業について、事前評価の際に設定した指標の

前年度までの進捗状況を把握 (モニタリング)することとする。

第8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

1 学識経験者等の知見の活用に関する基本的な考え方

政策評価の実施に当たって、客観性の確保や多様な意見の反映を図るため、以
下の方法等により、学識経験者等の高度の専門性や実践的な知見の活用等を積
極的に図るとともに、その活用の状況等を評価書に明記するよう努めることとす
る。

① 学識経験者等からの個別の意見聴取

② 学識経験者等により構成される検討会、研究会等の開催

③ 既存の審議会の活用

④ 外部研究機関等の活用

2 政策評価に関する有識者会議

当省における政策評価制度、評価方法等について、改善口向上を図るとともに、
評価書等に対する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者からなる
「政策評価に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を設置し、以下の事
項について、有識者会議の意見等を聴くこととする。また、有識者会議の構成及び
運営に関し必要な事項については、別に定める。

イ 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画の策定又は変更
口 作成した評価書等
ハ その他政策評価に関する基本的事項の変更等
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第9 政策評価の結果の政策への反映に関する事項

1 評価結果の反映

(1)評価結果は、新たな政策の企画立案 (組織・定員要求、予算要求、税制改正

要望等を含む )、 既存の政策の見直し口改善に反映させるための情報として活

用する。

(2)政策評価と予算口決算等の連携を強化するため、政策統括官付政策評価官

室 (以下「政策評価官室」という。)は 、関連する閣議決定等の趣旨を踏まえ必

要な取組を推進するとともに、担当部局及び査定課こ緊密な連携を図る。

2 反映状況の報告及び公表

毎年度一回、評価結果の政策への反映状況を公表する。

第10 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公開に関

する事項

1 公表内容・方法

本計画、実施計画、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況につい

ては、それぞれの公表時に厚生労働省ホームページヘの掲載や政策評価官室へ

の備付けなどの方法により、公表することとする。

なお、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況の公表に当たって

は、公表することにより国及び公共の安全を害する情報や個人のプライバシー、企

業秘密に関する情報等の取扱いに関し、「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」(平成11年法律第42号 )、「行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律」(平 成15年法律第58号 )の 考え方に基づき適切に対応するものとする。

2 国民の意見日要望の受付

政策評価に関する外部からの意見等については、当省ホームページ等におい

て、広く受け付ける。政策評価官室は、外部からの意見に対して、担当部局と調整
の上、回答を行うなど適切な対応に努めることとする。

第11 政策評価の実施体制に関する事項

1 政策評価の担当組織

個別の政策の担当部局、査定課及び政策評価官室が、次のような′役割分担の
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下、互いに協力(連携をしつつ、政策評価を実施するものとする。

(1)担当部局は、自ら又は有識者の活用により、その担当する政策について評価

を実施し、部局のとりまとめ課で評価書等を確認の上、査定課及び政策評価官

室に提出する。また、政策評価の実施により得た政策効果の把握に関する手

法等に係る知識や経験を蓄積し、活用する。

(2)査定課は、提出された評価書等を参考に査定又は審査を行い、組織・定員要

求、予算要求、税制改正要望等に適切に反映する。

(3)政策評価官室は、以下の事務を行う。

① 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画などの政策評価に関

する基本的事項の企画日立案

② 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画、政策体系の指標の

モニタリング結果、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況のとり
まとめ並びに公表

③ 評価手法の調査、研究及び開発の推進

④ 政策評価を担当する職員の技能向上の推進

⑤ 政策評価に関する情報提供及び助言等を通じた関係部局への支援

⑥ 有識者会議に関する庶務

2 政策評価の実施に関する関係課長会議

省内に「政策評価の実施に関する関係課長会議」(以 下「関係課長会議」とい

う。)を 設け、当省の政策評価の実施に関する基本的事項について、総合的観点
から調整等を行う。また、関係課長会議の構成及び運営に関し必要な事項につい

ては、別に定める。

3 政策評価に関する有識者会議 (再掲)

当省における政策評価制度、評価方法等について改善日向上を図るとともに、評

価書等に対する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者会議を設

け、政策評価制度に関する基本的事項や具体的な評価方法、作成した評価書等
について意見等を聴取する。

第 12 その他政策評価の実施に関し必要な事項

1 政策評価の継続的改善

(1)政 策評価官室は、担当部局が蓄積した政策評価に関する知識や経験、他府

省、地方公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情
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報を幅広く収集し、政策評価制度全般の改善口充実を図るとともに、担当部局

等に対して情報提供を行うこととする。

また、担当部局は、提供された情報や蓄積した知識や経験を踏まえ、政策評

価の実施の改善口充実を図つていくこととする。

(2)政策効果の把握に関する手法等については、個々の手法についての特性を

十分に検証し、知識や経験を蓄積していくとともに、新たな手法の開発や詳細

な分析を行うために必要な情報ロデータの収集に努め、段階的に評価の質の向

上を図ることとする。

特に、事前評価については、必要に応じて、又は事前評価の実施後、一定期

間が経過したときに、事前評価の評価結果を重点的に検証することにより、政

策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を積極的に進めるものとする。

(3)規制の新設等を目的とする政策の評価については、その評価手法の開発に

資するため、規制影響分析の実施に一層積極的に取り組むこととする。

2 職員の人材の確保及び資質の向上

政策評価官室は、収集した政策評価に関する知識や経験等を担当部局等に提

供するとともに、政策評価に関する研修の機会を設けるなど、職員の資質の向上

を図ることとする。また、職員の人材の確保については、政策評価に必要となる専

門的・実務的な知識を得るため、積極的に省内外の人材を活用することとする。

3 地方公共団体等との連携・協力

政策評価の客観的かつ効率的な実施を図るため、評価の対象となる政策の特

性に応じて地方公共団体等と必要な情報や意見の交換を行うなど、地方公共団体

等と適切な連携口協力を図ることとする。

4 本計画の改正

本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、政策評価基本方針の

変更、政策評価の実施状況、政策効果の把握の手法等その他政策評価の方法に

関する調査、研究及び開発の成果や動向等を踏まえ、必要に応じて改正を行うも

のとする。

5 実施計画、厚生労働省における政策評価実施要領

本計画に定めるもののほか、当省が実施する政策評価に関する具体的な評価

の実施手順、実施時期等必要な事項は、実施計画及び「厚生労働省における政策

評価実施要領」によるものとする。
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政策評価に関する厚生労働省の基本目標

Ⅱ 安心口快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
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基本目標 I

政策体系(基本目標、施策大目標、施策目標)

平成25年●月

安心」信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推
進すること

策大目標1      地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること

1-1   日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること

施策大目標2     必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること

2-1

2-2
今後の医療需要に見合つた医療従事者の確保を図ること

医療従事者の資質の向上を図ること

施策大目標3     利用者の視点に立つた、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること

3-1

3-2
医療情報化の体制整備の普及を推進すること

医療安全確保対策の推進を図ること

目標4     国が医療政策として担うべき医療 (政策医療 )を推進すること

政策医療を向上・均てん化させること4-1

大目標5     雪芦
症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保する

5-1

5-2

5-3

5-4

感染症の発生・まん延の防止を図ること

治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること

適正な移植医療を推進すること

原子爆弾被爆者等を援護すること

大目標6     品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に利用できるようにすること

6-1

6-2

6-3

有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること

医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること

医薬品の適正使用を推進すること

大目標7     安全な血液製剤を安定的に供給すること

健康な献血者の確
こと

の国内自給、使 化を推進し、安全性の

策大目標8     新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

8-1   新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

大目標9     全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

9-1   適正かつ安定的口効率的な医療保険制度を構築すること

9-2   生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること

策大目標10     
慧蹂 滉憲程農弓蹴亮11蜃璽義理2幅

広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所

10-1

10-2

10-3

地域住民の健康の保持口増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図るこ
と

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図るこ
と

安全・安心な職場づくりを推進すること(基本目標Ⅲ施策目標2-1を参照)



10-4

10-5

母子保健衛生対策の充実を図ること(基本目標Ⅵ施策目標5-1を参照 )

高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること
(基本目標Ⅸ施策目標3-1を参照)

策大目標 11 健康危機管理を推進すること

11-1

基本目標 Ⅱ

健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備すること

安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

大目標 1 食品等の安全性を確保すること

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること1‐ -1

策大目標2     安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること

2-1 安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること

施策大目標3 麻薬"覚醒剤等の乱用を防止すること

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること3-1

策大目標4     国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること

化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること4-1

生活衛生の向上・推進を図ること

生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛生の向上、増進を図ること

基本目標Ⅲ
ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適
に働くことができる環境を整備すること

策大目標 1 労働条件の確保・改善を図ること

1‐
-1

1-2
労働条件の確保“改善を図ること

最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業への支援を推進すること

策大目標 2 安全・安心な職場づくりを推進すること

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること2-1

目標3     労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること

3-1

3-2
迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図ること

被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

大目標4     勤労者生活の充実を図ること

4-1

4-2
労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

策大目標5     
釜鵜

タイム労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するとともに、在宅就業及び家内労働の適
就業環境を整備すること(基本目標Ⅵ施策目標1-1を参照)

大目標6     安定した労使関係等の形成を促進すること



6-1 ′  雷卿 占館糞瘍 島躍彗訳電鳥豪ξ塚議乳霜駆讐誕巽:1:の

′レールの確立及び普及等
1

策大目標7     個別労働紛争の解決の促進を図ること

個別労働紛争の解決の促進を図ること7-1

策大目標8     労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

8-1

基本目標Ⅳ

労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

大目標1      労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること

1_1   
倹李野

定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を確

大目標2     雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

2-1   地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること

大目標3     労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

3-1 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

策大目標4     失業給付等の支給により、求職活動中の生活の保障等を行うこと

4-1   雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること

施策大目標5     求職者支援制度の活用により、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

5-1 求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職
者の就職を支援すること

労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能
力を十分に発揮できるような環境整備をすること

基本目標 V

策大目標 1 多様な職業能力開発の機会を確保すること

多様な職業能力開発の機会を確保すること1-1

策大目標2     働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キヤリア形成への支援をすること

2-1

2-2
若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

大目標3     「現場力」の強化と技能の継承“振興を推進すること

基本目標Ⅵ
男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てるこ
となどを可能にする社会づくりを推進すること

大目標1      社員間の均等・均衡待遇等を推進すること



男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立支援、パートタイム労働者と正
1-1   社員間の均等・均衡待遇等を推進すること

施策大目標2     
裂冒ξ髪嘉冨ヂξ置雲基曇昇奮表塁Fサ

~ビスなど
?子育て支援事業を提供し、子どもの健全

2-1

2-2

2-3

地域における子育て支援等施策の推進を図ること

児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること

保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サービスを確保する
こと

目標3 子ども及び子育て家庭を支援すること

3-1 子ども及び子育て家庭を支援すること

施策大目標4     
暑墨

虐待や配偶者による暴力等の発生予防から保護・自立支援までの切れ日のない支援体制
讐備すること

4-‐ 1 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充実を図ること

策大目標5、 母子保健衛生対策の充実を図ること

母子保健衛生対策の充実を図ること5-1

大 目標6 ひとり親家庭の自立を図ること

6-1 ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること

基本目標Ⅷ ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の
高い福祉サービスの提供等を図ること

策大目標 1     生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること1-1

施策大目標2     地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること

2-1   地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること

策大目標3     災害時の被災者等に対し適切に福祉サービスを提供すること

災害に際し応急的な支援を実施すること3-1

策大目標4     福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること

大目標5     
学霜

・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理

5-1

5-2

5-3

5-4

戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと

戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること

中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること

旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する恩給請求書を適
切に進達すること

障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動す
る社会づくりを推進すること

基本目標Ⅷ



施策大目標1      
雀

要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における生活を支
すること

1‐ -1

1-2

基本 目標Ⅸ

制を整備すること

障害者の雇用を促進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1を参照)

高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮ら
せる社会づくりを推進すること

目標1     老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること

国民に信頼される持続可能な公的年金制

1-2
1-3
1-4

公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な事業運営を図ること

企業年金等の健全な育成を図ること

企業年金等の適正な運営を図ること

施策大 目標2     高齢者の雇用就業を促進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1を参照 )

泥策大 目標3     
専       ぼ暫諸磐天驚穣発韮発議riと

もに、介護保険制度の適切な運営等を通じ

高齢者の介護予防口健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること

介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図
ること

基本 目標X 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること

１

　

２

一
　

一

３

　

３

大 目標 1 国際社会への参画・貢献を行うこと

1-1   国際機関の活動への参画・協力や海外広報を通じて、国際社会に貢献すること

1-2   二国間等の国際協力を推進し、連携を強化すること

大 目標 2 国際化に対応した施策を推進すること(再掲 )

2-1

2-2

2-3

2-4

基本 目標XI

感染症の発生・まん延の防止等を図ること(基本目標 I施策目標5-1を参照)

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること(基本目標 Ⅱ施策目標 1-1を参
照 )

国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること(基本目標Ⅸ施策目標 1-1を参照)

外国人労働者対策を推進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1を参照 )

国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること

施策大目標1     国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

を確保すること

研究を支援する体制を整備すること

労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施

施策大目標3     厚生労働分野の研究開発を推進すること(※再掲 )



3-1

3-2

3二 3

3-4

3-5

感染症の発生・まん延の防止を図るための研究開発を推進すること(基本目標 I施策目標5-
1を参照)

治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研究開発を推進すること(基本目標
I施策目標5-2を参照)

新医薬品・医療機器等の研究開発を推進すること(基本目標 I施策目標8-1を参照)

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図る研究開発を推進すること(基本目標 I施策目
標10-2を参照)  ｀

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための研究開発を推進すること(基
本目標Ⅱ施策目標1-1を参照) ´

※再掲 :基本目標XI施策中目標3-1～ 5は、研究開発のうち主なものを列挙したものである。

基本 目標XⅡ

大目標1     電子行政推進に関する基本方針を推進すること

策大目標2     医療・健康・介護・福祉分野の情報化を推進すること(再掲)

国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること

2-1   医療情報化インフラの普及のための取組みを推進すること(基本目標 I施策目標3-1を参照)

2-2   レセプトオンライン化のための取組みを推進すること(基本目標 I施策目標9-1を参照)

大目標3     その他の政策分野における情報化を推進すること(再掲)

3-1

3-2

3-3

基本 目標XⅢ

仕事と生活の調和を図るための情報化の取組みを推進すること(基本目標Ⅲ施策目標4-1を
参照)

求人・求職情報への円滑なアクセスを図るための情報化の取組みを推進すること(基本目標Ⅳ
施策目標1-1を参照)

女性の再就職・再就業支援のための情報化の取組みを推進すること(基本目標Ⅵ施策目標1-
1を参照)

国民に信頼されるとともに、職員一人一人がやりがいをもっ
て働くことができる体制を確立すること

大目標1     情報発信、情報公開と効率的・効果的な業務運営を図ること

国民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国民の声」に耳を傾け、改善へ活か
すこと

コスト意識・ムダ削減を徹底するための取組を進めること

1-1

1-2

策大 目標 2 職員の育成と職場環境の改善を図ること

2-1

2-2

2-3

2-4

次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評価と前例にとらわれない適材適所
の人事を推進すること

省に不足する能力の向上を図り、意欲と能力を兼ね備えた職員の育成を進めること

職員一人一人がやりがいをもって業務を行うことができるよう、職場環境の改善等を進めること

政策の企画・立案に時間を割くことができるような体制を確立するため、業務改善・効率化の取
組を進めること



政策体系新旧対照表(平成24年度→平成25年度)

平成24年度政策体系 (基本目標、施策大目標、施策目標) 平成25年度政策体系 (基本目標、施策大目標、施策目標)

基本目標 I
安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進
すること            ´ 基本目標 I

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進
すること

施策大目標 1 地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 施策大目標1 地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること

1-1 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる
体制を整備すること 1‐ -1

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる
体制を整備すること

施策大目標 2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること 施策大目標2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること

2-1 今後の医療需要に見合つた医療従事者の確保を図ること 2-1 今後の医療需要に見合つた医療従事者の確保を図ること

2-2 医療従事者の資質の向上を図ること 2-2 医療従事者の資質の向上を図ること

施策大目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サー
ビスの提供を促進すること 施策大目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サー

ビスの提供を促進すること

3-1 医療情報化の体制整備の普及を推進すること 3-1 医療情報化の体制整備の普及を推進すること

3-2 医療安全確保対策の推進を図ること 3-2 医療安全確保対策の推進を図ること

施策大目標4 国が医療政策として担うべき医療 (政策医療)を推進すること 施策大日標4 国が医療政策として担うべき医療(政策医療)を推進すること

4-1 政策医療を向上・均てん化させること 4-1 政策医療を向上・均てん化させること

施策大目標5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者
年に必要な医療等を確保すること 施策大目標5 惑染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者

専に必要な医療等を確保すること

5-1 感染症の発生。まん延の防止を図ること 5-1 該業症の発生・まん延の防止を図ること

5-2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充
実させること 5-2 台療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充

実させること

5-3 適正な移植医療を推進すること 5-3 直正な移植医療を推進すること

5-4 原子爆弾被爆者等を援護すること 5-4 原子爆弾被爆者等を援護すること

施策大目標6 轟質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に
利用できるようにすること 施策大目標6 皐質・有効性・安全性の高い医薬品。医療機器を国民が適切に

Fl用 できるようにすること

6-1 有効性・安全性の高い新医薬品。医療機器を迅速に提供できる
ようにすること 6-1 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できる

ようにすること

6-2 喜薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対
疑等を推進すること 6-2 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対

策等を推進すること

6-3 塁薬品の適正使用を推進すること 6-3 医薬品の適正使用を推進すること

施策大目標7 安全な血液製剤を安定的に供給すること 施策大目標7 安全な血液製剤を安定的に供給すること

7-1 建康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正
lLを推進し、安全性の向上を図ること

7-1 健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正
化を推進し、安全性の向上を図ること

施策大目標8 析医薬品。医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等
つ振興を図ること 施策大日標8 析医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等

の振興を図ること

8-1 析医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等
つ振興を図ること

3-1 析医薬品。医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等
の振興を図ること

施策大目標9 金国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制
菫を構築すること 施策大目標9 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制

度を構築すること

9-1 自正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること 9-1 自正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

9-2 生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費
の適正化を図ること 9-2

痣層霊泥鮮
期入院の是正等により中長期的な医療費

施策大目裸10
最雇帰・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、
地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進する 施策大目標10

■圧婦・児童から日齢者に至るまでの幅広い年齢層において、
地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進する

10-1 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせ
る地域保健体制の確保を図ること

10-1 :騰 聯 量8朧 晉ど
1鯖質住民が安心して暮らせ

10-2 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、が
んによる死亡者の減少を図ること

10-2 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、が
んによる死亡者の減少を図ること

10-3 安全・安心な職場づくりを推進すること(基本目標皿施策目標2
-1を参照)

10‐ 3 安全・安心な職場づくりを推進すること(基本目標ll施策目標2
-1を参照)

10-4 母子保健衛生対策の充実を図ること(基本目標Ⅵ施策目標5-
1を参照)

10-4 母子保健衛生対策の充実を図ること(基本目標Ⅵ施策目標5-
1を参照)

10-5
高齢者の介護予防。健康づくりを推進するとともに、生き力tいづく

り及び社会参加を推進すること(基本目標X施策目標3-1を参
照 )

10-5
昌齢有の弁護予断・健康つくりを確遣するとともに、生きがいづく
り及び社会参加を推進すること(基本目標Ⅸ施策目標3-1を参
照)

施策大目標11 健康危機管理を推進すること 施策大目標11 健康危機管理を推進すること



11-1 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制
を整備すること

11-1 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制
を整備すること

基本目標 I 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること 基本目標エ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策大目標1 食品等の安全性を確保すること 施策大目標1 食品等の安全性を確保すること

1-1 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること 1-1 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること

施策大目標2 安全で質が高く災害に強い水道を確保すること 施策大目標2 安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること

2-1 安全で質が高く災害に強い水道を確保すること 2-1 安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること

施策大目標3 藤薬・覚醒剤等の乱用を防止すること 施策大目標3 麻薬・覚醒剤等の乱用を防止すること

3-1 規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用
防止を推進すること

3-1 規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用
防止を推進すること

施策大目標4 コ民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止するこ
レ 施策大目標4 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止するこ

と

4-1 |ヒ学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること 4-1
`ヒ

学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること

施策大目標5 生活衛生の向上・推進を図ること 施策大目裸5 生活衛生の向上・推進を図ること

5-1 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活
衛生の向上、増進を図ること

5-1 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活
南生の向上、増進を図ること

基本目標Ⅲ
ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適に
働くことができる環境を整備すること

基本目標Ⅲ
デイーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適に
働くことができる環境を整備すること

施策大目標 1 労働条件の確保・改善を図ること 施策大目標1 労働条件の確保・改善を図ること

1‐ -1 労働条件の確保・改善を図ること 1‐ -1 労働条件の確保・改善を図ること

1-2 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を推進すること 1-2 最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業への支援を推進
すること

施策大目標2 安全・安心な職場づくりを推進すること 施策大目標2 安全・安心な職場づくりを推進すること

2-1 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことが
できる職場づくりを推進すること

2-1 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことが
できる職場づくりを推進すること

施策大目標3 労働災害に被災した労働者等の公正な保腹を行うとともに、そ
の社会復帰の促進等を図ること

施策大目標3 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、そ
の社会復帰の促進等を図ること

3-1 迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を
図ること

3-1 迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を
図ること

3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること 3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

施策大目標4 勤労者生活の充実を図ること 施策大目標4 助労者生活の充実を図ること

4-1 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対
策を推進すること

4-1 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対
策を推進すること

4-2 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること 4-2 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

施策大目標5
パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するととも
に、在宅就業及び蒙内労働の適正な就葉環境を整備すること
(基本目標Ⅵ施策目標1-1を参照 )

施策大目標5
バートタイム

"働
者のコ■・コ衝行遇のIE保脅E進丁るととも

に、在宅就業及び家内労働の適正な就業環境を整備すること
(基本目標Ⅵ施策目欄1-1を参照)

施策大目標6 安定した労使関係等の形成を促進すること 施策大目標6 安定した労使関係等の形成を促進すること

6-1
労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう果団B9労便関

係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争
の■■凍かつ摘切な解決を図ること

6-1
労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関
係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争
め鳳演かつ縮切か鯉業葬回ふ

「
ル

施策大目標7 個別労働紛争の解決の促進を図ること 施策大目標7 個別労働紛争の解決の促進を図ること

7-1 個別労働紛争の解決の促進を図ること 7-1 個別労働紛争の解決の促進を図ること

施策大目裸8 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること 施策大目標8 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

8-1 労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること 8-1 労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

基本目標Ⅳ
意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場にお
いて労働者の職業の安定を図ること

基本目標Ⅳ
意欲のあるすべての人力1働くことができるよう、労働市場にお
いて労働者の職業の安定を図ること

施策大目標 1
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強
化すること

施策大目標 1
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強
化すること

1-1 公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者
派遣事業等の適正な運営を確保すること

1-1
公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者
派遣事業等の道正な運営を確保すること

施策大目標2 屋用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること 施策大目標2 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

2-1 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安
定を図ること

2-1 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安
定を図ること

施策大目標3 労働者等の特性に応じた雇用の安定。促進を図ること 施策大目標3 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること



3-1 葛齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 3-1 高齢者・障害者。若年者等の雇用の安定・促進を図ること

施策大目標4 失業給付等の支給により、求職活動中の生活の保障等を行うこ
と 施策大目標4 失業給付等の支給により、求職活動中の生活の保障等を行うこ

と

4-1 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易に
するための保障等を図ること

4-1 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易に
するための保障等を図ること

施策大目標5 求職者支援制度の活用により、雇用保険を受給できない求職者
の就職を支援すること 施策大目標5 求職者支援制度の活用により、雇用保険を受給できない求職者

の就職を支援すること

5-1 求職者支援訓練の実施や職業訓l練受講給付金の支給等を通
じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

5-1 求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通
じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

基本目標V 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力
を十分に発揮できるような環境整備をすること 基本目標V 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力

を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策大目標1 多様な職業能力開発の機会を確保すること 施策大目標 1 多様な職業能力開発の機会を確保すること

1-1 多様な職業能力開発の機会を確保すること 1‐ -1 多様な職業能力開発の機会を確保すること

施策大目標2 働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キャリア形成への支援
をすること 施策大目標2 働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キャリア形成への支援

をすること

2‐ 1 若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること 2-1 若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

2-2 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること 2-2 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

施策木目標3 「現場力」の強化と技能の継承・振興を推進すること 施策大目標3 「現場力」の強化と技能の継承・振興を推進すること

3-1 技能継承・振興のための施策を推進すること 3-1 技能継承・振興のための施策を推進すること

基本目標VI
男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てること
などを可能にする社会づくりを推進すること 基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てること

などを可能にする社会づくりを推進すること

施策大目標1

男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両
立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を
推進すること

施策大目標1

男ヌ万側石の羽寺な機鷲 行通の確保対策、住争と塚歴の向
立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を
推進すること

1‐ -1

男女労働者の均尋な機会と行遇の確保対策、仕事と塚庭の両
立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を
推進すること

1‐ -1

男ヌ万側百の羽寺な磯云と行通の確保対策、仕争と塚庭の両
立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を
推進すること

施策大目標2
利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支
援事業を提供し、子どもの健全な育ちを支援する社会を実現す
ること

施策大目標2
利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支
援事業を提供し、子どもの健全な育ちを支援する社会を実現す
ること

2-1 地域における子育て支援等施策の推進を図ること 2-1 地域における子育て支援等施策の推進を図ること

2-2 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供す
ること

2-2 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供す
ること

2-3 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応
できる保育サービスを確保すること 2-3 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応

できる保育サービスを確保すること

施策大目標3 子ども及び子育て家庭を支援すること 施策大目標3 子ども及び子育て塚庭を支援すること

3-1 子ども及び子育て家庭を支援すること 3-1 子ども及び子育て家庭を支援すること

施策大目標4 児童虐待や配偶者による暴力等の発生予防から保護。自立支
援までの切れ日のない支援体制を整備すること 施策大目標4 児童虐待や配偶者による暴力等の発生予防から保護。自立支

援までの切れ日のない支援体制を整備すること

4-1 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充
実を図ること 4-1 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充

実を図ること

施策大目標5 母子保健衛生対策の充実を図ること 施策大目標5 母子保健衛生対策の充実を図ること

5-1 母子保健衛生対策の充実を図ること 5-1 母子保健衛生対策の充実を図ること

施策大目標6 いとり親家庭の自立を図ること 施策大目標6 ひとり親家庭の自立を図ること

6-1 ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること 6-1 ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること

基本目標Ⅷ
ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高
しヽ福祉サービスの提供等を図ること 基本目標Ⅷ

ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高
い福社サービスの提供等を回ること

施策大目標1 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 施策大目標1 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

lⅢ … 1 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 1‐ -1 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

施策大目標2
地域社会のセーフ粛 ネッ職 能を強化し、地域の要援護者の
旧祉の向上を図ること 施策大目標2 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の

福祉の向上を図ること

2-1 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の
福祉の向上を図ること

2-1 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の
福祉の向上を図ること

施策大目標3 災害時の被災者等に対し適切に福祉サービスを提供すること 施策大目標3 災害時の被災者等に対し適切に福祉サービスを提供すること

3-1 災害に際し応急的な支援を実施すること 3-1 災害に際し応急的な支援を実施すること

施策大目標4 福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を
図ること 施策大目標4 旧祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を

図ること



4-1 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進する
こと等により、より質の高い福祉サービスを提供すること

4-1 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進する
こと等により、より質の高い福祉サービスを提供すること

施策大目標5 戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うと
ともに、旧陸海軍の残務を整理すること 施策大目標5 戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うと

ともにt旧陸海軍の残務を整理すること

5-1 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給
付等の援護を行うこと       ｀ 5-1 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給

付等の援護を行うこと

5-2 戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉す
ること

5-2 戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉す
ること

5-3 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者
の自立を支援すること

5-3 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者
の自立を支援すること

5-4 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧
陸海軍に関する思給請求書を適切に進達すること

5-4 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧
陸海軍に関する恩給請求書を適切に進達すること

基本目標ロ
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する
社会づくりを推進すること 基本目標Ⅷ

障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する
社会づくりを推進すること

施策大目標1
必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障
害者の地域における生活を支援すること 施策大目標1

ら要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障
害者の地域における生活を支援すること

1‐ -1
障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の
場、働く場や地域における支援体制を整備すること

1‐ -1
障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の
場、働く場や地域における支援体制を整備すること

1-2 障害者の雇用を促進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1を参
照)

1-2 障害者の雇用を促進すること(基本目標IV施策目標3-1を参
照)

基本目標X 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせ
る社会づくりを推進すること 基本目標X 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせ

る社会づくりを推進すること

施策大目標 1 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること 施策大目標1 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること

1‐ -1
年金制度改革の道筋をつけ、国民に信頼される持続可能な公
的年金制度を構築すること

1-1 国民にlE頼される持続可能な公的年金制度を構築すること

1-2 公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な
事業運営を図ること

1-2 公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な
事業運営を図ること

1-3 企業年金等の健全な育成を図ること 1-3 企業年金等の健全な育成を図ること

1-4 企業年金等の適正な運営を図ること 1-4 企業年金等の適正な運営を図ること

施策大目標2 高齢者の雇用就業を促進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1
を参照)

施策大目標2 高齢者の雇用就業を促進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1
を参照)

施策大目標3
員罰石の優尿つくり°■啓刀`いつくりを確鷹丁0こともに、フr晟保
険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への
支援を図ること

施策大目標3
局昴者の健康つくり・王言がいつくりを狂違丁るとともに、

`卜

凛保
険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への
支援を図ること

3-1 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづく
り及び社会参加を推進すること

3-1 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづく
り及び社会参加を推進すること        .

3-2 介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり
介護サービス基盤の整備を図ること

3-2 介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり
介護サービス基盤の整備を図ること

基本目標X コ際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること 基本目標X 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること

施策大目標1 国際社会への参画・貢献を行うこと 施策大目標 1 国際社会への参画・貢献を行うこと

1‐ -1
国際機関の活動への参画・協力や海外広報を通じて、国際社会
こ貢献すること

1-1 国際機関の活動への参画・協力や海外広報を通じて、国際社会
に貢献すること

1-2 二国間等の国際協力を推進し、連携を強化すること 1-2 ニロ間等の国際協力を推進し、連携を強化すること

施策大目標2 コ際化に対応した施策を推進すること(再掲) 施策大目標2 コ際化に対応した施策を推進すること(再掲)

2-1 惑染症の発生。まん延の防止等を回ること(基本目標 I施策目
際5-1を参照)

2-1 議業症の発生。まん延の防止等を図ること(基本目標 I施策目
際5-1を参照)

2-2 食品等の飲食に起因する衛生上の危書の発生を防止すること
(基本国標 I施策目標1-1を参照)

2=2 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること
(基本目標I施策目標1-1を参照)

2-3 年金制度改革の道筋をつけ、国民に信頼される持続可能な公
的年金制度を構築すること(基本目標X施策目標1-1を参照)

2-3 国民に信頼される持統可能な公的年金制度を構築すること(基

本目標Ⅸ施策目標1-1を参照)

2-4 応国人労働者対策を推進すること(基本国標Ⅳ施策目標3-1
を参照)

2-4 外国人労働者対策を推進すること(基本目標Ⅳ施策目標3-1
を参照)

基本目標XI 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること 基本目標Xl 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること

施策大目標 1 国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること 施策大目標 1 国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

1-1 国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること 1-1 日立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

施策大目標2 研究を支援する体制を整備すること 施策大目標2 研究を支援する体制を整備すること

2-1 厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保するこ
と

2-1 厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保するこ
と                            ヽ

施策大目標3 厚生労働分野の研究開発を推進すること(※再掲) 施策大日標3 厚生労働分野の研究開発を推進すること(※再掲)

3-1 感染症の発生・まん延の防止を図るための研究開発を推進する
こと(基本日標 I施策目標5-1を参照)

3-1 感染症の発生。まん延の防止を図るための研究開発を推進する
こと(基本国標 I施策目標5-1を参照)

3-2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研
究開発を推進すること(基本目標 I施策目標5-2を参照)

3-2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研
究開発を推進すること(基本目標 I施策目標5-2を参照)



3-3
バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬
品、医療機器等の研究開発を推進すること(基本目標 I施策目
標8-1を参照)

3-3 新医薬品'医療機器等の研究開発を推進すること(基本目標 I

施策目標8-1を参照)

3-4 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図る研究開発を
推進すること(基本目標 I施策目標10-2を参照)

3-4 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図る研究開発を
推進すること(基本目標 I施策目標10-2を参照)

3-5 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため
の研究開発を推進すること(基本目標Π施策目標1-1を参照)

3-5 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため
の研究開発を推進すること(基本目標Ц施策目標1-1を参照)

基本目標XI 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること 基本目標XI 国民生活の利便性の向上に関わるITlし を推進すること

施策大目標 1 電子行政推進に関する基本方針を推進すること 施策大目標1 電子行政推進に関する基本方針を推進すること

1-1
行政分野へのlT(情報通信技術)の活用とこれに併せた業務や
制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素
化、効率化を図ること

1-1

行政分野へのIT(情報通信技術)の活用とこれに併せた業務や
制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素
化、効率化を図ること

施策大目標2 医療・健康・介護・福祉分野の情報化を推進すること(再掲) 施策大目標2 医療・健康・介護・福祉分野の情報化を推進すること(再掲)

2-1 医療情報化インフラの普及のための取組みを推進すること(基

本目標 :施策目標3-1を参照)
2-1 医療情報化インフラの普及のための取組みを推進すること(基

本目標 I施策目標3-1を参照)

2-2 レセプトオンライン化のための取組みを推進すること(基本目標
I施策目標9-1を参照)

2-2 レセプトオンライン化のための取組みを推進すること(基本目標
I施策目標9-1を参照)

施策大目標3 その他の政策分野における情報化を推進すること(再掲) 施策大目標3 その他の政策分野における情報化を推進すること(再掲)

3-1 仕事と生活の調和を図るための情報化の取組みを推進すること
(基本目標Ⅲ施策目標4-1を参照)

3-1 仕事と生活の調和を図るための情報化の取組みを推進すること
(基本目標Ⅲ施策目標4-1を参照)

3-2 求人・求職情報への円滑なアクセスを図るための情報化の取組
みを推進すること(基本目標Ⅳ施策目標1-1を参照)

3-2 求人・求職情報への円滑なアクセスを図るための情報化の取組
みを推進すること(基本目標Ⅳ施策目標1-1を参照)

3-3 女性の再就職・再就業支援のための情報化の取組みを推進す
ること(基本目標Ⅵ施策目標1-1を参照)

3-3 女性の再就職・再就業支援のための情報化の取組みを推進す
ること(基本国標Ⅵ施策目標1-1を参照)

基本日標X II
国民に信頼されるとともに、職員一人一人がやりがいをもって
働くことができる体制を確立すること 基本目標X皿 国民に信頼されるとともに、職員一人一人がやりがいをもって

働くことができる体制を確立すること

施策大目標 1 情報発信、情報公開と効率的・効果的な業務運営を図ること 施策大目標1 情報発信、情報公開と効率的・効果的な業務運営を図ること

1‐ -1
コ民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国民
の声Jに耳を傾け、改善へ活かすこと

1-1 国民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国民
の声Jに耳を傾け、改善へ活かすこと

1-2 省内事業仕分けの実施等により、コスト意識・ムダ削減を徹底す
ること

1-2 コスト意識・ムダ削減を徹底するための取組を進めること

施策大目標2 職員の育成と職場環境の改善を図ること 施策大目標2 職員の育成と職場環境の改善を図ること

2-1 次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評価と
前例にとらわれない適材適所の人事を推進すること

2-1 次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評価と
前例にとらわれない適材適所の人事を推進すること

2-2 省に不足する能力の向上を図り、意欲と能力を兼ね備えた職員
の育成を進めること         ｀ 2-2 省に不足する能力の向上を図り、意欲と能力を兼ね備えた職員

の育成を進めること

2-3 職員一人一人がやリカヽ をヽもつて業務を行うことができるよう、
蔵場環境の改善等を進めること 2-3 職員一人一人がやりがいをもって業務を行うことができるよう、

職場環境の改善等を進めること

2-4 政策の企画・立案に時間を割くことができるような体制を確立す
るため、業務改善・効率化の取組を進めること

2-4 政策の企画・立案に時間を割くことができるような体制を確立す
るため、業務改善・効率化の取組を進めること



政策評価に関する有識者会議 開催要項

平、成 15年 9月
厚生労働省政策統括官決定
平 成 18年 2月 改 正

平 成 20年 2月 改 正

平 成 23年 3月 改 正
1 趣旨

政策評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成 13年法律第86
号。以下「政策評価法」という。)や「政策評価に関する基本方針」 (平成 13年 12
月28日閣議決定)において、学識経験を有する者の知見を活用することが求められて
いる。これらを踏まえ、厚生労働省が行う政策評価の客観性及び有効性を高めることを
目的として、専門家の参集を求め、政策評価に関する助言等を得るため、「政策評価に
関する有識者会議」 (以下「会議」という。)を開催することとする。

検討事項
会議においては次に掲げる事項を中心として検討を行う。
① 厚生労働行政に係る政策評価手法等について
② 厚生労働省の政策評価体制について
③ 特定のテーマごとの政策評価の手法について
④ その他

会議の運営
(1)会議は、政策統括官が学者、研究者等の参集を求めて開催する。なお、会議の参

集者は、厚生労働省における政策評価に関する基本計画の期間を参考に定期的に見
直すものとする。

(2)2に掲げる検討事項のうち、専門の事項を調査するため必要があるときは、ワー
キンググループを編成することができる。また、ワーキンググループにおいては、
政策統括官は、必要に応じ、会議の参集者以外の者の参集を求めることができる。

(3)会議は、その定めるところにより、ワーキンググループの意見をもって会議の意
見とすることができる。

(4)会議は、特に非公開とする旨の申し合わせを行つた場合を除き、公開とする。
(5)会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策評価官室に

おいて行う。



評価書の活用日向上のためのワーキンググループの編成について

1趣旨

「政策評価に関する有識者会議開催要項」の3の (2)の規定に基づき、政策評価に

関する有識者会議の参集者の協力を得て、個別の評価書の評価手法等の妥当性の

検証を行うために、「労働・子育てワーキンググループ」(以下「労働・子育て WG」とい

う)、「医療・衛生ワーキンググループ」(以下「医療・衛生 WG」という)、「福祉口年金ワ
ーキンググループ」(「福祉口年金 WG」 という)を編成する。

2各 WGの担当分野

労働・子育てWGは主に労働口子育て分野を、医療口衛生 WGは主に医療口衛生分

野を、福祉0年金WGは主に福祉口年金分野を担当する。

3検討事項

各 WGにおいては、次に掲げる事項を中心に議論する。

① 評価項目、指標の設定等、評価設計の妥当性について

② データの解釈、外部要因の解釈等、解釈の妥当性について

③ 外部からの検証可能性について

④ その他評価の妥当性について

4各 WGの運営

(1)各 WGは、特に非公開とする旨の申し合わせを行つた場合を除き、原則公開

とする。

(2)各 WGの庶務は、厚生労働省政策統括官付政策評価官室において行う。



厚生労働省における政策評価に関する基本計画 (第 3期 )

(平成24年 3月 30日厚生労働大臣決定)(抄 )

第8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
1 学識経験者等の知見の活用に関する基本的な考え方

政策評価の実施に当たって、客観性の確保や多様な意見の反映を図るため、以下の
方法等により、学識経験者等の高度の専門性や実践的な知見の活用等を積極的に図る
とともに、その活用の状況等を評価書に明記するよう努めることとする。
① 学識経験者等からの個別の意見聴取

② 学識経験者等により構成される検討会、研究会等の開催
③ 既存の審議会の活用

④ 外部研究機関等の活用

2 政策評価に関する有識者会議
当省における政策評価制度、評価方法等について、改善 日向上を図るとともに、評

価書等に対する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者からなる「政策
評価に関する有識者会議上 (以下「有識者会議」という。)を設置し、以下の事項に
ついて、有識者会議の意見等を聴くこととする。また、有識者会議の構成及び運営に     |
関し必要な事項については、別に定める。                        |
イ 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画の策定又は変更           |
口 作成した評価書等
ハ その他政策評価に関する基本的事墳の変更等                     |

|

第 11 政策評価の実施体制に関する事項
|

1 政策評価の担当組織
個別の政策の担当部局、査定課及び政策評価官室が、次のような役割分担の下、互     |

いに協力、連携をしつつ、政策評価を実施するものとする。                 |

(3)政策評価官室は、以下の事務を行う。
① 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画などの政策評価に関する基
本的事項の企画 日立案

② 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画、政策体系の指標のモニタ
リング結果、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況の取りまとめ並び
に公表

③ 評価手法の調査、研究及び開発の推進
④ 政策評価を担当する職員の技能向上の推進
⑤ 政策評価に関する情報提供及び助言等を通じた関係部局への支援
⑥ 有識者会議に関する庶務

3 政策評価に関する有識者会議 (再掲)

当省における政策評価制度、評価方法等について改善 日向上を図るとともに、評価
書等に関する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者会議を設け、政策
評価制度に関する基本的事項や具体的な評価方法、作成した評価書等について意見等
を聴取する。



政策評価に関する有識者会議 開催要項

平＼成 16年 9月
厚生労働省政策統括官決定
平 成 18年 2月 改 正

平 成 20年 2月 改 正

平 成 23年 3月 改 正
1 趣旨

政策評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成 13年法律第86
号。以下「政策評価法」という。)や「政策評価に関する基本方針」 (平成 13年 12
月28日閣議決定)において、学識経験を有する者の知見を活用することが求められて
いる。,こ れらを踏まえ、厚生労働省が行う政策評価の客観性及び有効性を高めることを
目的として、専門家の参集を求め、政策評価に関する助言等を得るため、「政策評価に
関する有識者会議」 (以下「会議」という。)を開催することとする。

検討事項
会議においては次に掲げる事項を中心として検討を行う。
① 厚生労働行政に係る政策評価手法等について
② 厚生労働省の政策評価体制について
③ 特定のテーマごとの政策評価の手法について
④ その他

会議の運営
(1)会議は、政策統括官が学者、研究者等の参集を求めて開催する。なお、会議の参

集者は、厚生労働省における政策評価|=関する基本計画の期間を参考に定期的に見
直すものとする。

(2)2に掲げる検討事項のうち、専門の事項を調査するため必要があるときは、ワー
キンググループを編成することができる。また、ワーキンググループにおいては、
政策統括官は、必要に応じ、会議の参集者以外の者の参集を求めることができる。

(3)会議は、その定めるところにより、ワーキンググループの意見をもつて会議の意
見とすることができる。

(4)会議は、特に非公開とする旨の申し合わせを行つた場合を除き、公開とする。
(5)会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策評価官室に

おいて行う。



評価書の活用・向上のためのワーキンググループの編成について

1趣旨

「政策評価に関する有識者会議開催要項」の3の (2)の規定に基づき、政策評価に

関する有識者会議の参集者の協力を得て、個別の評価書の評価手法等の妥当性の

検証を行うために、「労働B子育てワーキンググループ」(以下「労働・子育て WG」 とい

う)、「医療口衛生ワーキンググループ」(以下「医療・衛生 WG」という)、「福祉・年金ワ

ーキンググループ」(「福祉口年金 WG」 という)を編成する。

2各 WGの担当分野

労働口子育てWGは主に労働口子育て分野を、医療口衛生 WGは主に医療・衛生分

野を、福祉・年金WGは主に福祉0年金分野を担当する。

3検討事項

各 WGにおいては、次に掲げる事項を中心に議論する。

① 評価項目、指標の設定等、評価設計の妥当性について

② データの解釈、外部要因の解釈等、解釈の妥当性について

③ 外部からの検証可能性について

④ その他評価の妥当性について

4各 WGの運営

(1)各 WGは、特に非公開とする旨の申し合わせを行つた場合を除き、原則公開

とする。

(2)各 WGの庶務は、厚生労働省政策統括官付政策評価官室において行う。



厚生労働省における政策評価に関する基本計画 (第 3期 )

(平成24年 3月 30日厚生労働大臣決定)(抄 )

第8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
1 学識経験者等の知見の活用に関する基本的な考え方

政策評価の実施に当たって、客観性の確保や多様な意見の反映を図るため、以下の
方法等により、学識経験者等の高度の専門性や実践的な知見の活用等を積極的に図る
とともに、その活用の状況等を評価書に明記するよう努めることとする。
① 学識経験者等からの個別の意見聴取
② 学識経験者等により構成される検討会、研究会等の開催
③ 既存の審議会の活用
④ 外部研究機関等の活用

2 政策評価に関する有識者会議
当省における政策評価制度、評価方法等について、改善 :血上を図るととも1二 、:評

価書等に対する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者からなる「政策
評価に関する有識者会議」 (以下「有識者会議」という。)を設置し、以下の事項に
ついて、有識者会議の意見等を聴くこととする。また、有識者会議の構成及び運営i[

関し必要な事項については、別に定める。
イ 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画の策定又は変更
口 作成した評価書等
ハ その他政策評価に関する基本的事項の変更等

第 11 政策評価の実施体制に関する事項
1 政策評価の担当組織

個別の政策の担当部局、査定課及び政策評価官室が、次のような役割分担の下、互
いに協力、連携をしつつ、政策評価を実施するものとする。

(3)政篭評価宣室は、以下の事務を行う。
① 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画などの政策評価に関する基
本的事項の企画 日立案

② 当省における政策評価に関する基本計画、実施計画、政策体系の指標のモニタ
リング結果、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況の取りまとめ並び
に公表

③ 評価手法の調査、研究及び開発の推進
④ 政策評価を担当する職員の技能向上の推進
⑤ 政策評価に関する情報提供及び助言等を通じた関係部局への支援
⑥ 有識者会議に関する庶務

3 政策評価1二 関する有識者会議 (再掲)

当省における政策評価制度、評価方法等について改善・向上を図るとともに、評価
書等に関する評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、有識者会議を設け、政策
評価制度に関する基本的事項や具体的な評価方法、作成した評価書等について意見等
を聴取する。



政策評価に関する有識者会議 参集者名簿

渥美 由喜  東レ経営研究所ダイバーシティ&ヮークライフバランス研究部長

阿部 正浩  獨協大学経済学部教授

井部 俊子  聖路加看護大学学長

梅田 次郎  株式会社 日本能率協会コンサルティングロ行政経営ア ドバイザー

河北 博文  社会医療法人河北医療財団理事長

菊池 馨実  早稲田大学法学学術院教授

篠原 榮―  公認会計士

○ 高橋 紘士  国際医療福祉大学大学院教授兼医療福祉学部教授

高橋 弘行  一般社団法人 日本経済団体連合会労働政策本部長

野川 忍   明治大学大学院法務研究科 (法科大学院)専任教授

堀田 力   財団法人 さわやか福祉財団理事長

本田 麻由美 読売新聞東京本社社会保障部記者

森田 朗   学習院大学法学部教授

安永 貴夫  日本労働組合総連合会副事務局長

山田 篤裕  慶応義塾大学経済学部教授

参考 2

〇・・・座長
五十音順 敬称略

(平成 24年 6月 19日 現在)



政策評価に関する有識者会議 WG参 集者名簿

<労働 口子育てWG>
渥美 由喜  東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス研究部長

阿部 正浩  獨協大学経済学部教授

高橋 弘行  一般社団法人 日本経済団体連合会労働政策本部長

野川 忍 ' 明治大学大学院法務研究科 (法科大学院)専任教授

安永 貴夫  日本労働組合総連合会副事務局長

<医療 口衛生WG>
井部 俊子  聖路加看護大学学長

河北 博文  社会医療法人河北医療財団理事長

篠原 榮―  公認会計士

本田 ・麻由美 読売新聞東京本社社会保障部記者

森田 朗   学習院大学法学部教授

<福祉 口年金WG>            ′

梅田 次郎  株式会社 日本能率協会コンサルティング ロ行政経営ア ドバイザー

菊池 馨実  早稲田大学法学学術院教授

高橋 紘士  国際医療福祉大学大学院教授兼医療福祉学部教授

堀田 力   財団法人 さわやか福祉財団理事長

山田 篤裕  慶応義塾大学経済学部教授
|

五十音順 敬称略

(平成 24年 6月 19日現在)



施策目標評価予定表 (平成24～ 28年度 )

施策目標
平 成 24

生 亡 轍鎌
平成 2(

生 唐 賊
範

平成28

年度 ＷＧ
∞ローテ,ション(実績、モニ、総合)

I-1=1 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 2

I-2-1 今後の医療需要に見合つた医療従事者の確保を図ること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 2

I-2-2 医療従事者の資質の向上を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 2

I-3-1 医療情報化の体制整備の普及を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

I-3-2 医療安全確保対策の推進を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績

I-4-1 政策医療を向上・均てん化させること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-5-1 感染症の発生・まん延の防止を図ること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-5-2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

I-5-3 適正な移植医療を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-5-4 原子爆弾被爆者等を援護すること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

I-6-1 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-6-2 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

I-6-3 医薬品の適正使用を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-7-1 に尿奪肛皿百の確保を凶り、皿液製剤の国内目給、使用適正化を推進し、安全性の向上を
図ること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

I-8-1 新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること 実績 モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

I-9-1 遭正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること 実績 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

I-9-2 生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績

I-10-1 咆壊住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図
ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績

I-10-2 里満習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図
ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

I-11-1 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

Π-1-1 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

Π-2-1 安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

Ⅱ-3-1 規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績

I-4-1 化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

I-5-1 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛生の向上、増進を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 2

Ⅲ-1-1 労働条件の確保・改善を図ること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

皿 -1‐ 2 最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業への支援を推進すること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅲ -2-1 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進するこ
と モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

皿 -3-1 迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保腹を図ること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

肛 -3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 1

皿 -4-1 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

皿 -4-2 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅲ -6-1 芳便関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及
等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

肛 -7-1 固別労働紛争の解決の促進を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 1

皿 -8-1 労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

Ⅳ -1-1 公共職栗安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を
確保すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅳ-2-1 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

げ-3-1 盲齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1



Ⅳ -4-1 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図るこ
レ

実績 モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

Ⅳ -5-1 求職者支援訓練の実施や職業副l練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない

求薗者の就職を支援すること
モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 1

V-1-1 多様な職業能力開発の機会を確保すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

V-2-1 普年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

V-2-2 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

V-3-1 肢能継承・振興のための施策を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

Ⅵ -1-1 男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と塚庭の向工夏薇、ハートワイム万倒百
ルT‖ 呂間のb峯・灼衛待濃等多構准すること

実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅵ-2-1 地域における子育て支援等施策の推進を図ること 実績 モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

Ⅵ -2-2 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅵ -2-3 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サービスを確保
オス

「
ル

実績 モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 1

Ⅵ -3-1 子ども及び子育て家庭を支援すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 1

Ⅵ -4-1 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充実を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 1

Ⅵ -5-1 母子保健衛生対策の充実を図ること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 1

VI-6-1 ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 1

Ⅶ -1-1 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

肛-2-1 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

肛-3-1 災害に際し応急的な支援を実施すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

Ⅷ-4-1 l■会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、より買の高い
E外十一ビスタ埠仕するこル

モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

Ⅶ -5-1 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援願年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

Ⅶ -5-2 戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること モ ニ モ ニ モ ニ ′モニ 3

Ⅶ -5-3 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ 3

Ⅶ -5-4 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する思給請求蕃
″適切に進連すること

モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 3

皿 -1-1 障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支

援体制を整備すること
実績 モ ニ モ ニ モ ニ 実績 3

Ⅸ -1-1 国民に信頼される持統可能な公的年金制度を構築すること 実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

区 -1-2 公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な事業運営を図ること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ

X-1-3 企業年金等の健全な育成を図ること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

X-1-4 企業年金等の適正な運営を図ること モ ニ モ ニ モ ニ 実 績 モ ニ 3

区-3-1 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいつくり及ひ任
=ラ

711を確遅丁0

「
ル

モ ニ モ ニ モ ニ 実績 モ ニ

Ⅸ -3-2 介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質。量両面にわたり介護サービス基盤の整備を
コス
「

ル
実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

X-1-1 コ際機関の活動へ参画・協力し、国際社会に貢献すること モ ニ 実績 モ ニ モ ニ モ ニ 3

X-1-2 二国間等の国際協力を推進すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績 3

XI-1-1 国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 3

XI-2-1 厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保すること モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ 実績

XI-1-1 報通信技術)の活用とこれに併せた業務や制度の見直し:こ より、国民の
知l僣桂∩由 トル各静覆堂の簡ヨ‖k勧菫イヒ弁図るこど

実績 モ ニ モ ニ モ ニ モ ニ

X皿 -1-1 国民に伝わるように情報を発信するとともに、「国民の声」に耳を傾け、改善へ活かすこと 総合 総合 総合 総合 総合

X IE-1-2 コスト意識・ムダ削減を徹底するための取組を進めること 総合 総 合 総合 総合 総合

XⅢ -2-1
次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評1画 と莉例にとらわれない道材週

所の人事を推進するとともに、省に不足する能力の向上を目指し、意欲と能力を兼ね備えた

職目の育成を進めること
総合 総合 総合 総合 総合

X皿 -2-2
業務改善・効率化の取組を推進し、政策の企画・立案により時間を割くことができる体制を硝

立するとともに、職場環境の改善を図り、職員一人一人がやりがいをもつて業務を行うことが

で■る体制を確立すること

総合 総合 総合 総合 総合

(※)WG
労働。子育てWG… Ⅲl

医療・衛生WG"・ 2

福祉。年金WG・・・3
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・・:有識者会議において御議論いただく施策目標




